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お
わ
り
に

［
論
文
要
旨
］

日
本
古
代
の
交
易
に
関
す
る
従
来
の
研
究
は
、
交
易
者
・
市
の
様
相
や
法
的
規
制
、
あ
る
い
は

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

官
司
や
官
人
に
よ
る
交
易
活
動
の
解
明
に
主
眼
を
置
い
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
交
易
活
動
の
動
機

さ
ら
に
第
三
章
で
は
、
地
方
豪
族
が
畿
内
で
展
開
し
た
交
易
は
、
利
潤
追
求
が
目
的
で
は
な

や
目
的
な
ど
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
追
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ポ
ラ
ン

く
、
在
地
で
は
入
手
し
え
な
い
文
物
を
獲
得
す
る
こ
と
に
主
た
る
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
。
こ
の

ニ
ー
が
指
摘
す
る
交
易
者
の
動
機
や
目
的
に
着
目
し
、
交
易
者
の
実
態
や
そ
の
類
型
を
抽
出
す
る

た
め
、
列
島
や
海
外
の
物
産
が
集
ま
る
京
や
難
波
に
交
易
の
拠
点
を
設
け
た
こ
と
。
ま
た
彼
ら

こ
と
を
目
的
と
し
た
。

の
銭
貨
獲
得
は
、
純
経
済
的
な
私
富
追
求
で
は
な
く
、
威
信
財
と
し
て
の
位
階
や
銭
貨
の
入
手

ま
ず
第
一
章
で
は
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
指
摘
に
基
づ
い
て
、
史
料
に
見
え
る
交
易
の
動
機
に
つ
い

を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

て
、
包
括
的
な
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
古
代
に
お
い
て
は
、
外
部
産
品
の
獲
得
を
目

最
後
に
第
四
章
で
は
、
利
潤
動
機
の
商
人
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
こ
で
は
、
彼
ら
の
う
ち

的
と
し
た
交
易
に
従
事
す
る
、
身
分
動
機
の
交
易
者
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
。
他
方
、
利
潤
動
機

市
人
や
近
距
離
型
行
商
は
、
消
費
経
済
の
進
展
に
つ
れ
て
数
的
拡
大
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
も
の

の
交
易
者
は
零
細
で
、
社
会
的
地
位
も
低
い
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
交
易
量
全
体
に
占
め
る
割
合

の
、
大
多
数
の
経
営
体
は
小
規
模
の
ま
ま
推
移
し
た
こ
と
。
そ
の
一
方
で
平
安
時
代
後
期
に
な

で
は
、
獲
得
型
・
身
分
動
機
型
交
易
が
多
数
を
占
め
る
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。

る
と
、
比
較
的
大
規
模
な
交
易
を
展
開
す
る
遠
距
離
交
易
商
人
の
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

ま
た
第
二
章
で
は
、
官
司
や
王
臣
家
の
交
易
は
、
基
本
的
に
獲
得
型
・
身
分
動
機
型
交
易
で
あ

こ
と
。
彼
ら
は
、
王
臣
家
等
が
展
開
し
て
き
た
獲
得
型
交
易
構
造
の
一
部
を
代
替
す
る
形
で
事

る
こ
と
。
長
屋
王
家
に
よ
る
酒
食
販
売
事
業
な
ど
も
、
家
政
運
営
に
必
要
な
銭
貨
調
達
を
目
的
と

業
を
展
開
し
、
成
長
を
遂
げ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
。
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は
じ
め
に

日
本
古
代
の
交
易
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
史
料
上
に
散
見
さ
れ
る
交
易

者
と
市
、
お
よ
び
そ
の
交
易
内
容
、
法
的
規
制
、
交
易
圏
の
拡
が
り
や
、
官
司
や
官

人
に
よ
る
物
資
調
達
を
目
的
と
し
た
交
易
活
動
の
解
明
に
主
眼
を
置
い
て
き
た
。
こ

の
た
め
交
易
活
動
の
動
機
や
目
的
な
ど
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
追
究
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
特
に
官
司
等
の
場
合
は
、
そ
の
運
営
や
造
営
、
あ
る
い
は
貢
納
物
資
を
取

り
揃
え
る
た
め
の
交
易
で
あ
り
、
そ
の
目
的
が
自
明
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

一
方
、
官
司
以
外
の
交
易
や
そ
の
内
容
を
追
究
す
る
視
角
か
ら
の
研
究
は
、
個
々

の
交
易
内
容
や
交
易
形
態
が
中
心
に
扱
わ
れ
、
や
は
り
交
易
を
行
う
動
機
に
つ
い
て

は
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

例
え
ば
西
岡
虎
之
助
氏
は

平
安
期
の

商

。

、

「

人

「
商
業
」
に
関
す
る
史
料
を
網
羅
的
に
取
り
上
げ
、
詳
細
に
事
実
を
追
究
し
た

」
〔
西
岡

一
九
二
五

。
ま
た
西
村
真
次
氏
は
、
奈
良
時
代
の
商
人
を
「
近
距
離
型

〕

行
商
」
と
「
遠
距
離
型
行
商
」
に
分
類
し
て

「
遠
距
離
型
行
商
」
は
巨
額
の
資
本

、

と
船
舶
を
擁
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
〔
西
村

一
九
三
九

。
し
か
し
こ
れ
ら

〕

の
論
考
は

「
商
人

「
商
業

「
行
商
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
よ
う
に
、
史

、

」

」

料
に
見
え
る
交
易
の
目
的
が
商
行
為
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

遠
距
離
交
易
に
つ
い
て
は
、
喜
田
新
六
氏
が
、
地
方
の
献
銭
叙
位
者
は
大
き
な
権

力
と
運
輸
能
力
を
有
す
る
富
豪
で
、
中
央
と
の
遠
距
離
交
易
に
よ
っ
て
銭
貨
を
手
に

入
れ
た
と
し
た
〔
喜
田

一
九
三
三
〕
こ
と
を
皮
切
り
に
、
地
方
と
中
央
を
結
ぶ
遠

距
離
交
易
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
吉
田
孝
氏
が
、
官
司
や
官
人
に

の
交
易
活
動
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
地
方
―
中
央
間
の
交
易
は
、
中
央
に
貢
納
さ

れ
る
膨
大
な
量
の
物
資
と
そ
の
運
送
に
携
わ
っ
た
人
間
の
移
動
が
も
た
ら
し
た
影
響

に
よ
る
も
の
と
指
摘
す
る
〔
吉
田

一
九
六
五
〕
な
ど
、
流
通
経
済
史
を
古
代
国
家

論
に
位
置
づ
け
る
方
向
性
を
示
し
た
。

そ
う
い
っ
た
古
代
流
通
経
済
史
研
究
の
現
在
に
お
け
る
到
達
点
の
一
つ
が
、
栄
原

永
遠
男
氏
に
よ
る
一
連
の
研
究
〔
栄
原

一
九
九
二
〕
で
あ
る
と
い
え
る
。
遠
距
離

交
易
に
つ
い
て
は
、
中
央
と
地
方
と
を
結
ぶ
交
易
が
当
時
の
遠
距
離
交
易
の
特
質
で

あ
る
と
し
、
畿
内
主
要
部
と
畿
外
と
を
結
ぶ
交
易
と
い
う
意
味
に
限
定
し
て
、
そ
の

構
造
・
諸
類
型
・
交
易
者
の
出
身
階
層
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
〔
栄
原

一

九
七
六

。
こ
の
論
考
は
、
古
代
に
お
け
る
遠
距
離
交
易
者
と
そ
の
交
易
活
動
を
追

〕

究
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
交
易
の
動
機
の
説
明
に
関
し
て
は
不
明

瞭
で
あ
る
と
感
ず
る
部
分
も
少
な
く
な
い
。
栄
原
氏
は
、
彼
ら
の
交
易
活
動
の
目
的

や
構
造
を

「
銭
貨
と
物
資
の
連
続
的
形
態
変
化
を
通
じ
て
、
利
潤
を
得
ん
と
す
る

、

意
図
は
む
し
ろ
希
薄
で
あ
る
。
彼
ら
の
遠
距
離
交
易
は
、
大
勢
と
し
て
は
、
偶
然
性

・
一
回
性
を
強
く
お
び
て
い
た
と
い
わ
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
無
限
定

に
彼
ら
を
古
代
的
商
人
な
ど
と
は
い
え
な
い
」
と
指
摘
し

「
私
富
蓄
積
の
一
手
段

、

で
あ
る
と
と
も
に
、
動
揺
し
つ
つ
あ
る
自
ら
の
在
地
支
配
を
、
経
済
的
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
に
補
強
す
る
役
割
を
も
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
」
と
総
括
す
る
。
し
か
し
一

方
で

「
中
央
で
も
、
家
人
や
奴
婢
を
東
西
市
に
居
住
せ
し
め
て
ዝ�
を
出
し
、
興
販

、

す
な
わ
ち
一
定
期
間
継
続
的
に
利
潤
追
求
の
た
め
の
売
買
を
行
っ
て
い
た
ら
し
い
」

と
い
う
叙
述
も
み
ら
れ
る
。

「
在
地
支
配
」
と
「
利
潤
追
求

・

私
富
蓄
積
」
が
、
交
易
の
目
的
と
し
て
同
時

」
「

に
存
在
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
栄
原
氏
の
説

明
は
、
い
か
に
も
苦
し
い
と
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
の
研

究
が
自
明
と
し
、
深
く
追
究
し
て
こ
な
か
っ
た
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

か
つ
て
の
西
岡
・
西
村
両
氏
の
研
究
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
交
易
の
目
的

の
中
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
利
潤
の
追
求
が
必
ず
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
現
代
的
・

常
識
的
な
理
解
で
あ
る
。
こ
の
「
常
識
」
を
疑
っ
て
み
た
場
合
、
交
易
者
が
利
潤
追

求
を
主
た
る
目
的
の
一
つ
と
し
、
そ
の
利
潤
を
も
っ
て
私
富
の
蓄
積
を
図
っ
た
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
交
易
＝
商
行
為
と
い
う
理
解
が
本
当
に
正
し
い
の
か
、
と

い
う
命
題
に
つ
き
あ
た
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
交
易
者
の
動
機
・
目
的
に
関
す
る
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再
検
討
と
、
そ
こ
か
ら
見
た
諸
類
型
の
抽
出
を
行
う
と
と
も
に
、
交
易
者
の
一
部
を

占
め
る
商
業
者
の
古
代
社
会
に
お
け
る
位
置
、
そ
し
て
そ
の
中
世
へ
の
展
開
に
つ
い

て
見
通
し
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�

交
易
の
目
的

(1)前
近
代
社
会
に
お
け
る
交
易
者
の
動
機
・
目
的
に
関
す
る
分
析
視
角
と
し
て
筆
者

が
注
目
す
る
の
は
、
非
市
場
経
済
社
会
に
お
け
る
交
易
本
来
の
意
義
・
目
的
・
動
機

に
関
す
る
Ｋ
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
指
摘
で
あ
る
〔
ポ
ラ
ン
ニ
ー

一
九
八
〇

。
〕

ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
交
易
と
は
そ
の
場
で
は
入
手
で
き
な
い
財
を
獲
得
す
る
方
法
で

あ
る
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
交
易
は
、
集
団
に
と
っ
て
外
部
的
な
も
の
で
、
日
常
生

活
と
は
異
な
る
活
動
、
例
え
ば
狩
猟
や
遠
征
、
海
賊
行
為
な
ど
に
近
く
、
遠
方
か
ら

財
を
獲
得
し
、
運
搬
し
て
く
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
交
易
と

、

、

他
の
活
動
が
違
う
点
は
二
方
向
性
に
あ
り

こ
の
た
め
平
和
的
な
性
格
が
確
保
さ
れ

強
奪
や
略
奪
が
な
い
と
す
る
。

こ
の
考
え
方
は

「
商
品
交
換
は
、
共
同
体
の
終
わ
る
と
こ
ろ
に
、
す
な
わ
ち
共

、

同
体
が
他
の
共
同
体
ま
た
は
、
他
の
共
同
体
の
成
員
と
接
触
す
る
点
に
始
ま
る
」
と

い
う
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
〔
マ
ル
ク
ス

一
九
六
九
〕
と
も
少
な
か
ら
ず
共
通
す
る
。

た
だ
し
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
「
商
品
」
で
は
な
く

「
財
」
と
し
て
い
る
点
は
注
意
を

、

要
す
る
。
売
っ
て
利
益
を
上
げ
る
の
が
主
目
的
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
自
ら
が
所
属

す
る
国
家
・
社
会
・
共
同
体
な
ど
の
内
部
で
は
生
産
・
獲
得
で
き
な
い
物
を
、
外
部

と
の
平
和
的
な
交
流
に
よ
り
入
手
す
る
、
そ
こ
に
非
市
場
経
済
社
会
に
お
け
る
交
易

の
目
的
が
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
交
易
者
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
生
産

物
を
輸
出
し
て
利
潤
を
あ
げ
る
こ
と
よ
り
も
、
他
者
か
ら
獲
得
す
る
輸
入
品
に
こ
そ

関
心
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
が
日
本
古
代
に
お
い
て
も
同
様
な
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
史
料
か
ら
も
確

認
で
き
る
。
例
え
ば

『
続
日
本
紀
』
和
銅
四(

七
一
一)

年
十
月
甲
午
条
（
い
わ
ゆ

、

る
蓄
銭
叙
位
令
）
や
延
暦
十
七
年
九
月
廿
三
日
付
太
政
官
符
（

類
聚
三
代
格
』
巻

『

）

、「

。

」
、

十
九
・
後
掲
史
料
８

に
は

夫
銭
之
為

用

所
ዝ�
以
通

財
貿
ዝ�
易
有
无

也

ዝ�

ዝ�

上

「
用

銭
之
道
取

軽
便

。
有
無
均

利
彼
此
得

宜
者
也
」
と
、
交
易
に
お
け
る
銭

ዝ�

二

一

ዝ�

ዝ�

貨
の
効
用
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
利
を
等
し
く
す
る
こ
と
も
述
べ
ら
れ

て
い
る
が
、
有
る
物
と
無
い
物
を
交
換
す
る
こ
と
が
「
貿
易
（
交
易

」
の
第
一
義

）

的
意
味
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
、
ま
ず
は
読
み
と
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
史
料
１
は
、
但
馬
国
に
来
着
し
た
渤
海
使
へ
の
対
応
方
法
を
、
国
司
に
指
示

し
た
太
政
官
符
で
あ
る
。
こ
の
中
に
、
渤
海
使
と
私
交
易
す
る
者
の
取
り
締
ま
り
を

命
じ
た
一
節
が
見
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
交
易
を
行
う
人
に
つ
い
て

「
必
愛

遠
物

、

二

、
争
以
貿
易
」
と
記
す
。
こ
こ
に
は
、
輸
入
品
に
関
心
を
寄
せ
て
貿
易
す
る
人
々

一の
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
史
料
１

『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八

夷
俘
并
外
蕃
人
事

）

太
政
官
符

（
中
略
）

右
得

但
馬
国
解

ዝ�
。
渤
海
使
政
堂
左
允
王
文
矩
等
一
百
人
、
去
年
十
二
月

二

一

廿
九
日
到
着
。

（
中
略
）

一
応

禁

交
関

事

ዝ�

二

一

右
蕃
客
売

物
私
交
関
者
、
法
有

恒
科

。
而
此
間
之
人
、
必
愛

遠
物

、

ዝ�

二

一

二

一

争
以
貿
易
。
宜

厳
加

禁
制

、
莫

令

更
然

。
若
違

之
者
、
百
姓
决
杖

下

二

一

上
ዝ�

二

一

ዝ�

一
百
。
王
臣
家
遣

人
買
、
禁

使
者

言
上
。
国
司
阿
容
及
自
買
、
殊
処

重

ዝ�

二

一

二

科

。
不

得

違
犯

。

一

ዝ�

二

一

（
中
略
）

（
八
二
八
）

天
長
五
年
正
月
二
日

[日本古代の交易者]……中村太一
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同
様
に

史
料
２
は
対
北
方
交
易
の
状
況
で

国
家
之
貨

を
売
る
こ
と
で

為

、

、「

」

「

害
極
深
」
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
王
臣
及
国
司
等
争
買

狄
馬
及
俘
奴
婢

」
と
い

ዝ�

二

一

、

う
状
況
が
現
出
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
交
易
に
お
い
て
輸
入
品
に
深
い
関
心
を
寄

せ
る
一
方

輸
出
品
に
つ
い
て
は
無
頓
着
な
様
子
が
よ
く
表
れ
て
い
る

史
料
３

対

、

。

（

新
羅
交
易
）
で
は
、
こ
の
状
況
を
「
耽

外
土
之
声
聞

。
蔑

境
内
之
貴
物

」
と
、

二

一

二

一

よ
り
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。

（
史
料
２

『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九

禁
制
事

）

太
政
官
符

応

陸
奥
按
察
使
禁
ዝ�
断
王
臣
百
姓
与

夷
俘

交
関

事

下

二

一

上

右
被

右
大
臣
宣

ዝ�
。
奉

勅
。
如
聞
。
王
臣
及
国
司
等
争
買

狄
馬
及
俘
奴

二

一

ዝ�

二

婢

。
所
以
弘
羊
之
徒
ዝ�
貪

利
潤

略

良
竊

馬
。
相
賊
日
深
。
加
以
無
知
百

一

二

一

ዝ�

ዝ�

。

。

。

。

姓
不

畏

悪
章

売

此
国
家
之
貨

買

彼
夷
俘
之
物

綿
既
着

賊
襖

ዝ�

二

一

二

一

二

一

二

一

。

。

。

。

。

冑
鉄
亦
造

敵
農
器

於

理
商
量

為

害
極
深

自
今
以
後

宜

厳
禁
断

二

一

ዝ�

ዝ�

二

一

如
有

王
臣
及
国
司
違
ዝ�
犯
此
制

者
。
物
即
没

官
。
仍
注

名
申
上
。
其
百
姓

三

一

ዝ�

ዝ�

者
一
依

故
按
察
使
従
三
位
大
野
朝
臣
東
人
制
法

随

事
推
決
。

二

一

ዝ�

（
七
八
七
）

延
暦
六
年
正
月
廿
一
日

（
史
料
３

『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八

夷
俘
并
外
蕃
人
事

）

太
政
官
符

応

検
ዝ�
領
新
羅
人
交
関
物

事

ዝ�

一

右
被

大
納
言
正
三
位
兼
行
左
近
衛
大
将
民
部
卿
清
原
真
人
夏
野
宣

ዝ�
。
奉

二

一

勅
。
如
聞
。
愚
闇
人
民
傾
ዝ�
覆
櫃
ዝ�

。
踊
貴
競
買
。
物
是
非

可

韜

ዝ�
弊

ዝ�

一

ዝ�

ዝ�

ዝ�

二

一

二

一

ዝ�

二

一

則
家
資
殆
ዝ�
。
耽

外
土
之
声
聞

。
蔑

境
内
之
貴
物

。
是
実
不

加

捉
搦

所

致
之
弊
。
宜

下
ዝ�
知
太
宰
府

厳
施

禁
制

。
勿

令

輙
市

。
商
人
来

ዝ�

下

一

二

一

上
ዝ�

二

一

。

。

。

。

。

着

船
上
雑
物
一
色
已
上

簡
ዝ�
定
適
用
之
物

附

駅
進
上

不

適
之
色

一

ዝ�

ዝ�

府
官
検
察
。
遍
令

交
易

。
其
直
貴
賤
。
一
依

估
價

。
若
有

違
犯
者

。
殊

二

一

二

一

二

一

處

重
科

。
莫

従

寛
典

。

二

一

ዝ�

二

一

（
八
三
一
）

天
長
八
年
九
月
七
日

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
は
、
交
易
に
際
す
る
輸
入
品
へ
の
関
心
と
輸
出
品
へ
の
無
関

心
が
明
ら
か
に
読
み
と
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
交
易
行
為
は
、
距
離
・
時
間
・
加
工

な
ど
に
よ
っ
て
発
生
す
る
付
加
価
値
（
価
格
差
）
を
利
用
し
て
、
利
潤
を
追
求
す
る

行
為
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

「
消
費
」
と
表
現
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

、

そ
し
て
、
蝦
夷
と
の
北
方
交
易
（
史
料
２
）
や
、
対
中
国
交
易
（

竹
取
物
語
』
の

『

火
鼠
の
皮
衣
な
ど

、
対
新
羅
交
易
（
史
料
３

、
地
方
豪
族
が
京
や
難
波
で
展
開
す

）

）

る
交
易
（
後
述
）
な
ど
も
、
自
国
・
自
地
域
で
生
産
・
獲
得
で
き
な
い
物
品
を
入
手

す
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
こ
う
い
っ
た
獲
得
型
交
易
は
、
威
信
財
な
ど
の
奢
侈
品
交
易
の
み
の

問
題
と
は
い
え
な
い
。
史
料
２
か
ら
は
、
エ
ミ
シ
が
交
易
で
綿
や
鉄
を
入
手
し
、
日

（

）

（

）

。

、

用
品

襖

や
生
産
手
段

農
器
具

に
加
工
し
て
い
た
様
子
が
窺
わ
れ
る

ま
た

古
墳
に
鉄
ዝ�
が
副
葬
さ
れ
て
い
る
例
か
ら
は
、
再
生
産
に
必
要
な
鉄
資
源
が
、
同
時

に
威
信
財
と
も
な
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
奢
侈
品
も
ま
た
支
配
層
に
と
っ
て
は
必
需
品
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両

者
の
境
界
は
極
め
て
曖
昧
で
、
か
つ
時
代
や
地
域
、
地
位
や
身
分
に
よ
っ
て
変
化
・

変
換
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
間
に
本
質
的
な
違
い
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

以
上
の
点
か
ら
、
日
本
古
代
社
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
交
易
の
中
に
は
、
奢
侈
品

・
必
需
品
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
部
か
ら
財
を
獲
得
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
交
易

が
確
実
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
交
易
で
は
、
交
易
に
よ

っ
て
生
じ
る
利
潤
が
目
的
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
交
易
＝
利

潤
追
求
行
為
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
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交
易
者
の
動
機
と
そ
の
類
型

(2)一
方
で
日
本
古
代
社
会
に
は
、
利
潤
追
求
行
為
を
生
業
の
一
部
と
し
て
い
た
人
々

も
確
実
に
存
在
し
た
。
例
え
ば
史
料
２
に
は
、
利
潤
を
貪
る
徒
が
い
た
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
交
易
に
関
わ
る
人
々
の
複
雑
な
状
況
は
、
ど
の
よ
う
に
把

握
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
筆
者
が
注
目
す
る
の
は
、
や
は
り
ポ
ラ
ン
ニ
ー

に
よ
る
交
易
者
の
動
機
と
そ
の
類
型
に
関
す
る
指
摘
で
あ
る
。

ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、
交
易
者
の
動
機
に
は
、
自
己
の
社
会
的
身
分
に
よ
る
も
の
、
つ

ま
り
義
務
や
公
共
へ
の
奉
仕
の
要
素
に
よ
る
も
の(

身
分
動
機)

と
、
売
買
取
引
か
ら

生
ま
れ
る
利
得
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
も
の(

利
潤
動
機)

が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て

身
分
動
機
の
場
合
、
原
則
と
し
て
利
得
獲
得
の
形
態
は
と
ら
ず
、
主
人
や
君
主
か
ら

報
酬
を
受
け
取
る
形
に
な
り
、
同
時
に
取
引
で
発
生
す
る
利
得
は
、
付
与
さ
れ
る
富

に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
少
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
義
務
と
名
誉
の
た

め
に
取
引
す
る
も
の
は
富
裕
に
な
る
が
、
汚
な
ら
し
い
金
銭
の
た
め
に
交
易
す
る
も

の
は
貧
し
い
ま
ま
と
な
り
、
こ
れ
が
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
社
会
に
お
い
て
、
利
得
の
動

機
が
表
面
に
出
な
い
理
由
で
あ
る
と
す
る
。

ዝ�

日
本
古
代
に
お
け
る
身
分
動
機
の
交
易
者
と
し
て
は
、
史
料
１
の
「
王
臣
家
遣

人
買
、
禁

使
者

言
上

」
と
い
う
一
節
に
見
え
る

「
人

「
使
者
」
が
あ
げ
ら
れ

二

一

。

、

」

よ
う
。
彼
ら
は
、
直
接
の
交
易
従
事
者
で
は
あ
っ
た
が
、
王
臣
家
に
奉
仕
す
る
こ
と

を
職
務
と
し
て
い
た
者
た
ち
で
あ
り
、
交
易
に
よ
っ
て
生
じ
る
利
潤
で
生
活
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
場
合
、
交
易
従
事
者
は
身
分
動
機
の
「
人

「
使

」

者
」
で
あ
る
が
、
交
易
主
体
は
あ
く
ま
で
も
「
王
臣
家
」
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
身
分
動
機
の
交
易
者
が
介
在
す
る
場
合
、
交
易
主
体
（
王
・
臣
）

と
交
易
従
事
者
（
使
者
）
が
分
離
す
る
こ
と
も
そ
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
検
討
が
進
め
ら
れ
て
き
た
官
司
や
官
人
に
よ
る
物
資

調
達
を
目
的
と
し
た
交
易
活
動
も
、
官
司
を
交
易
主
体
と
し
、
官
人
を
交
易
従
事
者

と
す
る
身
分
動
機
に
よ
る
交
易
の
一
類
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
利
潤
を
動
機
と
す
る
奈
良
期
前
後
の
交
易
者
に
は
、
次
の
よ
う

な
例
が
認
め
ら
れ
る
。

大
安
寺
の
出
挙
銭
三
十
貫
を
元
手
に
、
京
で
交
易
品
を
販
売
し
利
潤
を
得
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
越
前
国
敦
賀
津
で
交
易
（
仕
入
れ
）
を
行
っ
た
楢
磐
嶋
（

日
本

『

霊
異
記
』
中
巻
第
廿
四
話

。
馬
に
重
い
荷
を
負
わ
せ
た
り
、
そ
の
馬
を
食
べ
た
り

）

し
て
、
現
報
を
受
け
た
「
瓜
販
の
人

（

日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
廿
一
話

。
盗
ん

」
『

）

だ
経
を
、
市
で
行
商
し
た
「
賤
し
き
人

（

日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
十
九
話

。

」
『

）

ま
た
平
安
期
に
な
る
と
、
行
商
を
行
う
販
夫
・
販
婦
や
、
市
で
の
販
売
を
行
う
市

人
・
市
女
な
ど
が
、
多
く
史
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
〔
西
岡

一
九
二
五

。
〕

こ
れ
ら
の
例
は
、
い
ず
れ
も
社
会
的
身
分
は
低
く
、
多
く
は
零
細
業
者
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
『
日
本
霊
異
記
』
の
例
で
は
、
大
安
寺
の
出
挙
銭
を
受
け

て
い
る
楢
磐
嶋
を
除
く
と
、
現
報
を
受
け
た
り

「
賤
し
き
人
」
と
表
現
さ
れ
る
な

、

ど
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
負
っ
て
い
る
こ
と
も
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。
楢
磐
嶋
の
事

例
の
よ
う
な
、
個
人
的
な
活
動
と
し
て
は
比
較
的
大
が
か
り
で
、
か
つ
肯
定
的
に
捉

え
ら
れ
て
い
る
交
易
で
あ
っ
て
も
、
栄
原
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
寺
院
へ
の
従
属

性
や
交
易
の
一
回
性
を
強
く
帯
び
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
仏
教
に
利
益
を
も

た
ら
す
商
行
為
で
あ
り
、
か
つ
帰
依
や
出
挙
銭
を
勧
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
説
教

だ
か
ら
こ
そ
、
肯
定
的
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

、

「

」（
『

』

そ
し
て

そ
の
内
実
が
な
か
な
か
捉
え
に
く
い
都
城
等
の

市
人

続
日
本
紀

）

、

、

天
平
十
六
年
閏
正
月
戊
申
条
な
ど

を
考
慮
し
た
と
し
て
も

全
体
と
し
て
み
れ
ば

彼
ら
の
よ
う
な
商
業
的
交
易
者
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
同
時

に
都
城
等
の
一
部
地
域
に
偏
在
し
て
い
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
単

体
の
経
営
規
模
が
零
細
で
、
数
的
に
も
多
く
は
な
い
彼
ら
の
よ
う
な
商
業
的
交
易
者

が
、
交
易
な
い
し
流
通
経
済
全
体
に
占
め
る
地
位
・
役
割
は
決
し
て
大
き
く
な
か
っ

た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
日
本
古
代
に
お
け
る
利
潤
動
機
の
交
易
者
の
な
か
に
は
、
商
行
為
を
主
た

る
生
業
と
す
る
民
間
人
の
他
に
、
估
価
を
利
用
し
て
官
物
を
意
図
的
に
交
易
し
、
自

ら
の
利
潤
を
追
求
す
る
官
人
も
い
た
。

[日本古代の交易者]……中村太一
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（
史
料
４

『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九

禁
制
事

）

太
政
官
符

一
禁

犯
ዝ�
用
官
物

名

公
文
乗

事

下

一

中

上

（
中
略
）

一
禁

官
交
易
物
失

時
致

損
事

二

ዝ�

ዝ�

右
時
物
有

貴
賤

。
充
価
異

高
下

。
夏
ዝ�
秋
穀
色
類
既
多
。
如
聞
。
諸
国

二

一

二

一

交
易
先
立

沽
価

。
貴
時
強
ዝ�
与
賤
価

。
賤
時
詐
ዝ�
注
貴
直

。
遂
事

割

二

一

一

一

二

一

二

一

ዝ�

ዝ�

ዝ�

二

一

下

二

一

上
ዝ�

裁

。
枉
規

利
潤

。
蠹

民
害

政
。
莫

甚

於
其

。
宜

改

前
過

不

得

重
犯

。
仍
候

物
賤
之
時

充

和
市
之
価

。
依

実
申

官
。
不

得

奸

二

一

二

一

二

一

ዝ�

ዝ�

ዝ�

二

裁

。
如
有

不

悛
。
罪
同

上
條

。

一

ዝ�

ዝ�

二

一

。

。

。

。

以
前
被

右
大
臣
宣

ዝ�

奉

勅

凡
厥
具
僚
並
応

ዝ�
擇

既
居

禄
位

二

一

ዝ�

二

一

二

一

理
合

清
勤

。
或
有

情
殉

贓
私

多
違

悪
法

。
頻
経

誡
勵

。
未

聞

悛

二

一

下

二

一

中

上

二

一

ዝ�

二

懲

。
泣

辜
之
仁
雖

則
切

於
鮮
網

刑

故
之
典
誠
不

獲

已
而
為
。
宜

慇

一

ዝ�

三

二

一

ዝ�

ዝ�

ዝ�

三

懃
誨
喩
各
令

自
勗

。
如
猶
違
犯
。
必
處

重
科

。

二

一

二

一

（
七
九
八
）

延
暦
十
七
年
十
月
十
九
日

こ
の
よ
う
な
、
時
間
差
あ
る
い
は
地
域
差
に
よ
っ
て
生
じ
る
価
格
差
を
利
用
し
た

官
司
・
官
人
に
よ
る
利
潤
追
求
型
の
交
易
の
例
は
他
に
も
存
在
し
、
吉
田
孝
氏
は
石

山
寺
造
営
事
業
に
関
連
し
た
米
や
小
豆
・
大
豆
・
材
木
の
売
買
を
詳
細
に
追
究
し
て

い
る
〔
吉
田

一
九
六
五

。
こ
の
背
景
に
は
、
需
給
関
係
に
基
づ
く
米
価
の
季
節

〕

変
動
〔
青
木

一
九
五
六
、
村
尾

一
九
六
一
〕
や
、
材
木
な
ど
の
地
域
間
価
格
差

が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
官
司
に
よ
る
交
易
に
は
、
估

価
な
ど
の
経
済
外
強
制
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
経
済
外
強
制
を
伴
う
確
実
な
利
潤
獲
得

行
為
は
、
官
司
だ
か
ら
こ
そ
行
い
え
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
石
山
寺
造
営
残
材
と
共
に
私
材
の
売
却
も
行
い
、
個
人
的
に
も
利
潤
を
あ

げ
た
ら
し
い
安
都
雄
足
の
交
易
の
場
合
も
、
官
司
の
交
易
に
便
乗
す
る
形
で
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
官
人
と
い
え
ど
も
、
官
司
に
便
乗

す
る
、
あ
る
い
は
官
司
に
も
利
益
を
も
た
ら
す
よ
う
な
形
で
な
け
れ
ば
、
利
潤
追
求

を
正
当
化
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
史
料
４
の
よ
う
な
官
物
の
損
害
を
伴
う
官
人
の
交

易
は
禁
制
の
対
象
に
な
っ
た
。
で
あ
る
と
同
時
に
、
史
料
４
で
は
「
枉
規

利
潤

。

二

一

蠹

民
害

政
」
こ
と
自
体
も
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
官
人
が
交
易
そ
の
も
の
で
利
潤

ዝ�

ዝ�

を
あ
げ
、
個
人
的
な
利
得
を
図
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
奨
励
さ
れ
る
べ
き
行
為
で

は
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
日
本
古
代
社
会
に
は
、
身
分
動
機
の
交
易
者
と
利
潤
動
機
の
交
易

者
が
存
在
す
る
こ
と
。
そ
し
て
利
潤
動
機
の
交
易
者
で
商
行
為
を
生
業
と
す
る
者
、

す
な
わ
ち
商
人
は
一
般
に
社
会
的
身
分
が
低
く
、
ま
た
零
細
な
規
模
の
も
の
が
多
か

っ
た
こ
と
。
官
人
の
よ
う
に
、
本
来
は
身
分
動
機
で
交
易
を
行
う
べ
き
者
が
、
利
潤

動
機
の
交
易
を
行
う
こ
と
は
ま
ま
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
問
題
視
さ
れ
る

傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
指
摘
で
き
る
。

た
だ
し
、
日
本
古
代
に
お
け
る
商
人
の
地
位
・
身
分
は
、
中
国
の
よ
う
に
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
吉
田
氏
は
、
日
本
で
は
官
人
の
商
行
為
に
関
し
て
寛
大
で
あ
っ
た
こ
と
、

商
業
に
対
す
る
儒
教
的
蔑
視
思
想
が
定
着
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
〔
吉
田

一
九
六
五

日
本
霊
異
記

で
語
ら
れ
る
よ
う
に

あ
る
い
は
平
安
期
の
販
婦

市

〕
。『

』

、

（

女
）
や
「
あ
き
人
」
が
賤
し
い
階
級
と
見
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
〔
西
岡

一
九
二

五

、
商
人
が
蔑
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
商
人
の
地
位
が

〕
制
度
的
に
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
よ
り
は
、
も
と
も
と
の
社
会
的
地
位
が
低

く
経
済
力
も
小
さ
い
が
ゆ
え
に
、
原
初
的
な
商
行
為
を
主
た
る
生
業
と
せ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
古
代
の
零
細
な
商
人
は
、
大
規
模
な
商
業
を
展
開
す
る

、

、

ほ
ど
の
資
本
を
ま
だ
蓄
積
し
て
お
ら
ず

逆
に
富
裕
で
社
会
的
地
位
の
高
い
階
層
は

継
続
的
な
交
易
・
販
売
行
為
で
利
潤
を
求
め
る
商
業
に
は
乗
り
出
し
て
い
な
か
っ

国立歴史民俗博物館研究報告
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た
。
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
王
臣
家
等
の
交
易
活
動
の
本
質
は
物
資
・
貨
幣
調
達

に
あ
っ
た
と
み
た
方
が
よ
く
、
先
に
見
た
官
人
に
よ
る
利
潤
追
求
行
為
も
一
回
性
が

。

、

。

強
い

い
ず
れ
に
し
て
も

生
業
・
産
業
と
し
て
の
商
業
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る

こ
の
よ
う
に
商
業
の
構
造
そ
の
も
の
が
い
ま
だ
未
熟
な
段
階
に
あ
っ
た
た
め
、
社
会

的
な
勢
力
と
し
て
の
富
裕
な
商
人
階
層
が
古
代
社
会
に
は
存
在
し
え
ず
、
ま
た
商
人

蔑
視
思
想
を
体
系
化
す
る
必
要
さ
え
も
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
日
本
古
代
社
会
に
お
け
る
状
況
は
、
交
易
者
の
動
機
に
関
す
る
ポ

ラ
ン
ニ
ー
の
指
摘
に
大
枠
と
し
て
合
致
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
章
以

下
で
は
、
日
本
古
代
の
交
易
者
に
つ
い
て
、
個
々
の
目
的
や
動
機
に
着
目
し
た
再
検

討
を
試
み
て
み
た
い
。

ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�

飯
高
息
足
の
交
易
活
動

(1)飯
高
息
足
の
交
易
活
動
は
、
畿
内
と
畿
外
を
結
ぶ
遠
距
離
交
易
と
し
て
栄
原
氏
が

取
り
上
げ
た
事
例
の
一
つ
で
、
そ
の
経
緯
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

天
平
宝
字
六
（
七
六
二
）
年
十
二
月
十
六
日
、
奉
写
二
部
大
般
若
経
所
が
、
同
経

二
部
一
二
〇
〇
巻
に
必
要
な
経
費
を
実
物
で
要
求
す
る
（

奉
写
二
部
大
般
若
経
用

「

度
解
案

。
こ
れ
に
対
し
て
十
九
日
、
節
部
省
は
調
綿
一
万
六
〇
四
〇
屯
ほ
か
を
、

」
）

写
経
所
に
支
給
し
た
（

二
部
般
若
雑
物
納
帳

。
調
綿
は
貨
幣
体
系
の
一
部
で
あ

「

」
）

り
〔
中
村

二
〇
〇
〇

、
こ
れ
も
経
費
、
す
な
わ
ち
貨
幣
と
し
て
政
府
か
ら
支
給
さ

〕

れ
た
と
み
て
よ
い
が
、
実
際
に
は
写
経
事
業
に
必
要
と
な
る
多
様
な
物
資
を
購
入
す

、

。

る
た
め
の
普
遍
的
な
貨
幣
と
し
て
は

必
ず
し
も
機
能
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

こ
の
た
め
翌
二
十
日
、
写
経
所
は
、
官
人
た
ち
に
綿
を
売
却
さ
せ
、
諸
物
資
購
入

に
用
い
る
銭
貨
を
調
達
す
る
方
針
を
出
す
（

売
料
綿
下
帳
」
お
よ
び
「
売
料
綿
并

「

用
度
銭
下
帳

。
こ
れ
は
写
経
所
官
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
翌
年
二
月
ま
で
の
間

」
）

に
実
行
さ
れ
た
が
、
な
か
に
は
交
易
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
官
人
も
い
た
。

天
平
宝
字
七
年
二
月
二
十
九
日
、
飯
高
息
足
は
、
綿
一
屯
当
た
り
の
単
価
を
六
五

文
か
ら
六
〇
文
に
引
き
下
げ
る
こ
と
、
不
足
分
は
墾
田
地
子
で
後
納
す
る
こ
と
を
要

請
し
（

飯
高
息
足
状

、
翌
三
十
日
、
三
〇
〇
屯
分
の
代
金
の
う
ち
十
四
貫
を
納

「

」
）

入
し
た
（

売
料
綿
下
帳

。
し
か
し
こ
の
納
入
金
額
は
、
一
屯
当
た
り
四
六
・
七

「

」
）

文
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
一
ヶ
月
後
の
三
月
三
十
日
、
息
足
は
四
貫
九

〇
〇
文
を
追
加
納
入
す
る
（

売
料
綿
下
帳

。
こ
の
結
果
、
一
屯
当
た
り
の
納
入

「

」
）

金
額
は
六
三
文
と
な
っ
た
。

以
上
の
経
緯
か
ら
栄
原
氏
は
、
こ
の
時
割
り
当
て
を
受
け
た
者
は
、
交
易
能
力
が

あ
る
と
写
経
所
か
ら
認
定
さ
れ
た
人
々
で
あ
る
こ
と
。
飯
高
息
足
は
、
も
し
一
屯
当

た
り
六
五
文
以
上
で
売
却
で
き
れ
ば
、
そ
の
利
益
を
入
手
す
る
可
能
性
を
つ
か
ん
だ

が
、
結
局
の
と
こ
ろ
利
益
を
上
げ
る
の
に
失
敗
し
た
こ
と
。
息
足
は
、
伊
勢
か
ら
中

央
に
出
身
し
て
下
級
官
人
と
し
て
活
躍
す
る
と
と
も
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
家
人

や
奴
卑
を
利
用
し
て
、
外
国
に
往
来
す
る
「
遠
距
離
交
易
」
を
行
っ
て
い
た
こ
と
。

彼
ら
の
「
遠
距
離
交
易
」
は
、
中
央
の
交
易
活
動
と
副
次
的
に
連
結
し
て
お
り
、
全

体
と
し
て
中
央
官
衙
財
政
に
従
属
し
て
い
た
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
た
。

し
か
し
、
息
足
が
利
潤
を
目
的
と
し
て
交
易
を
行
っ
た
と
す
る
見
方
に
は
賛
同
で

き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
と
え
「
売
料
綿
下
帳
」
な
ど
に
見
え
る
最
高
単
価
で
あ

る
屯
別
七
〇
文
で
売
却
し
、
屯
当
た
り
五
文
の
利
益
を
上
げ
た
と
し
て
も
、
息
足
が

あ
げ
う
る
利
益
は
全
体
で
一
貫
五
〇
〇
文
に
と
ど
ま
る
。
一
方
、
後
に
彼
は
、
墾
田

地
子
を
用
い
て
不
足
分
四
貫
九
〇
〇
文
を
一
括
で
補
填
し
て
い
る
。
こ
の
落
差
は
、

息
足
が
綿
の
交
易
を
請
け
負
っ
た
動
機
に
つ
い
て
疑
問
を
抱
か
せ
よ
う
。

伊
勢
国
飯
高
郡
の
郡
領
氏
族
に
連
な
り
、
不
足
分
約
五
貫
文
を
墾
田
地
子
か
ら
融

通
・
進
上
し
う
る
息
足
と
そ
の
一
族
に
と
っ
て
、
一
貫
五
〇
〇
文
の
利
潤
が
交
易
の

主
た
る
動
機
に
な
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
足
が
出
た
の
は

誤
算
だ
ろ
う
が
、
こ
の
ケ
ー
ス
は
、
む
し
ろ
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
指
摘
す
る
身
分
動
機
の

交
易
で
あ
り
、
写
経
所
官
人
の
業
務
の
一
つ
と
し
て
綿
の
売
却
を
引
き
受
け
た
と
把

握
す
べ
き
で
あ
る
。
多
く
の
写
経
所
官
人
が
屯
別
六
〇
文
程
度
で
の
交
易
を
行
っ
て

[日本古代の交易者]……中村太一
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い
る
な
か
、
当
初
屯
別
六
五
文
で
安
請
け
合
い
し
た
こ
と
自
体
、
よ
り
多
く
の
銭
貨

を
も
た
ら
す
こ
と
で
自
ら
を
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
息
足
の
動
機
を
窺
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

以
上
の
点
か
ら
彼
ら
の
交
易
は
、
従
属
ど
こ
ろ
か
、
写
経
所
業
務
の
一
環
と
み
る

方
が
正
し
く
、
官
司
に
よ
る
物
資
調
達
（
こ
の
場
合
は
、
予
算
執
行
に
必
要
な
銭
貨

の
調
達
）
を
目
的
と
し
た
交
易
活
動
の
一
類
型
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。

長
屋
王
家
の
交
易
活
動

(2)舘
野
和
己
氏
は
、
い
わ
ゆ
る
長
屋
王
家
木
簡
中
の
「
店

「
西
店
」
の
記
載
が
見

」

え
る
木
簡
に
着
目
し
、
そ
の
「
店
」
の
機
能
・
性
格
を
分
析
し
て
、
次
の
点
な
ど
を

指
摘
し
た
〔
舘
野

一
九
九
七

。
①
大
量
の
米
を
進
上
し
て
い
る
点
か
ら
、
蓄
積

〕

・
貯
蔵
機
能
を
有
す
る
。
②
近
志
呂
（
鮗
）
五
百
隻
を
交
易
（
購
入
）
し
て
進
上
し

て
い
る
点
か
ら
、
交
易
活
動
を
行
う
場
で
あ
っ
た
。
③
飯
・
酒
と
銭
貨
と
を
交
易
し

て
い
る
（
木
簡
Ａ
～
Ｄ
）
が
、
飯
等
を
「
店
物
」
と
表
記
す
る
こ
と
、
記
載
内
容
や

形
状
が
銭
の
付
け
札
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
飯
や
酒
を
販
売
し
て
い
た
。

以
上
の
点
な
ど
か
ら
舘
野
氏
は
、
長
屋
王
家
は
御
田
等
の
収
穫
物
を
用
い
た
交
易

、

。「

」

、

、

、

で

収
益
を
図
っ
て
い
た
こ
と

店

は

物
資
の
貯
蔵

余
剰
生
産
物
の
販
売

必
要
物
資
の
購
入
と
い
っ
た
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
長
屋
王
家

で
は
、
販
売
を
前
提
と
し
た
生
産
も
行
わ
れ
て
い
た
と
も
推
測
す
る
。

飯
九
十
九
笥

Ａ
・
十
一
月
四
日
店
物

別
笥
一
文

直
九
十
九
文

別
升
一
文

・
酒
五
斗
五
十
文

右
銭
一
百
卌
九
文

〔
飯
カ
〕
〔
笥
カ
〕

□
九
十
四
□

Ｂ
・
十
一
月
五
日
店
物

価
九
十
四
文

・
酒
五
斗
直
五
十
文

□
□
□
□
四
文
ዝ�
ዝ�

〔
百
卌
カ
〕

〔
飯
カ
〕

Ｃ
・
十
一
月
六
日
店
物
□
六
十
七

・
ዝ�

ዝ�

ዝ�

ዝ�

Ｄ
・
十
一
月
八
日
店
物
酒
四
斗
上

ዝ�
ዝ�

・
□
直
卌
五
文
ዝ�
ዝ�

、

「

」

、

、

ま
た
櫛
木
謙
周
氏
は

こ
の

店

を
含
め
て

長
屋
王
家
の
交
易
活
動
や
消
費

労
働
力
編
成
と
そ
の
対
価
な
ど
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
い
る
〔
櫛
木

二
〇
〇
二

ａ

。
そ
の
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
本
稿
に
関
連
す
る
指
摘
を
ま
と
め
る
と

〕
次
の
よ
う
に
な
る
。

、

、

①
片
岡
御
薗
で
蔬
菜
を
交
易
進
上
し
て
お
り

余
剰
物
の
売
却
の
可
能
性
を
含
め

。

。

御
薗
等
で
も
交
易
が
行
わ
れ
て
い
た

ま
た
購
入
の
対
価
に
は
銭
貨
が
用
い
ら
れ
た

②
御
薗
で
の
交
易
事
例
、
津
に
お
け
る
集
積
拠
点
の
存
在
、
諸
国
で
の
交
易
入
手
品

な
ど
か
ら
、
流
通
・
交
易
拠
点
が
京
外
に
も
広
範
囲
に
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

③
直
轄
地
で
の
労
働
力
や
、
そ
こ
か
ら
の
物
資
輸
送
に
は
、
雇
傭
労
働
が
広
範
に
用

い
ら
れ
、
そ
の
対
価
に
は
常
布
や
銭
貨
が
用
い
ら
れ
た
。
④
「
店
」
を
拠
点
と
し
た

交
易
活
動
、
特
に
販
売
活
動
の
存
在
か
ら
、
自
給
自
足
的
な
家
産
経
済
の
イ
メ
ー
ジ

は
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
上
の
点
な
ど
か
ら
櫛
木
氏
は
、
長
屋
王
家
の
経
営
・

生
産
・
交
通
・
交
易
な
ど
の
活
動
に
お
い
て
、
交
換
経
済
に
依
存
す
る
局
面
が
意
外

に
大
き
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

こ
れ
ら
長
屋
王
家
に
お
け
る
交
易
活
動
や
交
換
経
済
と
の
接
触
事
例
の
な
か
で
、

、「

」

。

本
稿
の
視
角
か
ら
最
も
問
題
と
な
る
の
は

店

等
に
お
け
る
販
売
行
為
で
あ
る

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
官
司
や
王
臣
家
に
関
わ
っ
て
現
象
す
る
交
易
は
原
則
と
し
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て
獲
得
型
交
易
で
あ
り
、
利
潤
を
目
的
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
販
売
行
為
を
除
け
ば
長
屋
王
家
の
交
易
は
、
必
要
と
す
る
物
資
や
労

働
力
の
調
達
行
為
と
し
て
十
分
に
理
解
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
長
屋
王
家
の
販
売
行
為
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
。
ま
ず
櫛
木

氏
が
推
測
す
る
御
薗
等
で
の
売
却
行
為
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
櫛
木
氏
自
身
が
述
べ
る

よ
う
に
明
証
は
な
い
。
ま
た
購
入
を
示
す
木
簡
も
決
し
て
多
く
は
な
く
、
日
常
的
に

。

、

売
買
が
行
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い

や
は
り
御
薗
な
ど
で
行
わ
れ
る
交
易
は

そ
の
地
で
は
生
産
で
き
な
い
も
の
を
、
周
辺
地
域
か
ら
入
手
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方

「
店
」
に
お
い
て
酒
食
を
販
売
し
銭
貨
を
得
て
い
た
こ
と
は
、
木
簡
の
記

、

載
内
容
や
形
状
の
考
証
か
ら
明
ら
か
と
い
え
る
。
し
か
も
、
日
付
が
近
接
す
る
複
数

の
木
簡
が
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
販
売
さ
れ
た
酒
は
長
屋
王
家
の
醸
造
部
局
で

造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
な
ど
か
ら
、
継
続
的
な
販
売
事
業
と
し
て
把
握
す
る
こ
と

。

、

。

が
で
き
る

そ
れ
で
は

こ
の
販
売
活
動
は
営
利
を
求
め
て
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か

結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
巨
大
な
家
産
経
済
を
有
す
る
長
屋
王
家
の
な
か
で
、
収
益

と
呼
べ
る
ほ
ど
の
利
潤
は
あ
が
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
酒
の
醸
造
は

原
価
を
計
算
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
、
飯
に
つ
い
て
試
算
を
行
っ
て
み
る
。

ま
ず
、
穀
六
升
は
銭
一
文
で
あ
る
（

続
日
本
紀
』
和
銅
四
年
五
月
己
未
条

。
ま

『

）

た
穀
六
升
は
、
米
に
す
る
と
三
升
に
な
る
（

拾
介
抄
』
下
第
二
四
算
位
部

。
す
な

『

）

わ
ち
原
価
は
米
三
升
＝
銭
一
文
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方

「
店
」
の
販
売

、

単
位
は
「
笥
」
で
、
飯
一
笥
＝
銭
一
文
で
販
売
し
て
い
る
こ
と
が
、
木
簡
Ａ
・
Ｂ
か

ら
分
か
る
。
関
根
真
隆
氏
に
よ
る
と
、
笥
の
実
例
と
し
て
一
升
が
あ
り
、
大
笥
で
五

升
く
ら
い
、
小
笥
で
そ
の
約
半
分
と
い
う
〔
関
根

一
九
六
九

。
大
笥
で
は
逆
ざ

〕

や
に
な
る
の
で
、
こ
れ
は
あ
り
得
な
い
。
仮
に
小
笥
と
し
、
一
笥
あ
た
り
二
・
五
升

と
仮
定
し
て
コ
ス
ト
を
計
算
し
て
み
る
。

木
簡
の
実
例
に
近
い
一
日
当
た
り
飯
九
〇
笥
を
売
る
と
す
る
と
、
売
上
高
は
飯
一

笥
＝
銭
一
文
だ
か
ら
、
九
〇
文
で
あ
る
。
一
方
、
飯
九
〇
笥
の
た
め
に
は
米
二
二
五

升
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
米
は
三
升
で
銭
一
文
で
あ
る
か
ら
、
原
価
は
七
五
文
と
な

る
。
そ
の
差
は
、
わ
ず
か
に
一
五
文
。
し
か
も
、
こ
れ
は
粗
利
益
で
あ
っ
て
、
労
働

対
価
や
輸
送
コ
ス
ト
が
他
に
必
要
と
な
る
。
こ
れ
が
一
笥
＝
一
升
で
あ
れ
ば
、
粗
利

益
は
六
〇
文
に
ま
で
上
昇
す
る
が
、
そ
の
他
経
費
を
差
し
引
く
と
、
や
は
り
そ
れ
ほ

ど
大
き
な
利
潤
は
見
込
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
利
潤
は
、
巨
大

な
経
済
規
模
を
持
つ
長
屋
王
家
の
な
か
で
は
、
微
々
た
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。酒

に
つ
い
て
も
、
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
天
平
勝
宝
～
天
平
宝
字
年
間
の
一
升
当

た
り
二
～
一
七
文
（
二
文
は
一
例
の
み
で
、
五
、
六
文
か
ら
一
〇
文
前
後
の
場
合
が

）

、

。

、

多
い

に
比
べ
る
と

酒
一
升
＝
銭
一
文
と
い
う
の
は
十
分
に
安
い

し
た
が
っ
て

こ
ち
ら
も
大
き
な
利
潤
は
望
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
長
屋
王
家
は
、
こ
の
よ
う
に
さ
し
た
る
収
益
を
見
込
め
な
い
販
売

事
業
を
継
続
的
に
行
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
長
屋
王
家
は

販
売
事
業
を
通
し
て
、
銭
貨
を
調
達
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
る
。
櫛
木
氏
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
長
屋
王
家
の
物
資
購
入
や
雇
傭
労
働
の
対
価
に
は
常
布
や
銭
貨
、
す
な

わ
ち
貨
幣
が
支
払
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
長
屋
王
家
で
は
、
そ
の
巨
大
な
家
産
経
済

を
維
持
す
る
た
め
に
、
直
轄
地
で
生
産
・
自
給
し
う
る
農
産
物
な
ど
だ
け
で
な
く
、

貨
幣
を
必
要
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
銭
貨
鋳
造
権
は
有
さ
な

い
の
で
、
長
屋
王
家
に
と
っ
て
銭
貨
は
外
部
か
ら
獲
得
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
の
一

つ
と
な
る
。
そ
の
獲
得
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
交
易
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
販
売
事
業
に
お
け
る
長
屋
王
家
の
関
心
は
、
利

潤
＝
収
益
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
調
達
で
き
る
銭
貨
の
量
＝
売
上
高
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

ま
た
酒
食
販
売
事
業
の
目
的
が
銭
貨
調
達
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
長
屋
王
家
に
お
け

る
「
店
」
の
主
た
る
機
能
や
性
格
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
す
な

わ
ち
、
都
城
に
お
い
て
流
通
経
済
と
接
触
す
る
た
め
の
拠
点
で
あ
り
、
銭
貨
も
含
め

て
、
長
屋
王
家
が
必
要
と
す
る
物
資
・
貨
幣
を
交
易
に
よ
っ
て
調
達
す
る
部
局
で
あ

[日本古代の交易者]……中村太一
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る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
販
売
業
務
だ
け
で
は
な
く
、
鮗
の
交
易
進
上
と
い
っ
た
物
品
の

調
達
も
行
っ
て
い
る
の
だ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
銭
貨
も
鮗
も
、
交
易
に
よ
っ
て
調
達

し
、
進
上
す
べ
き
も
の
と
し
て
全
く
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
製
造
販
売
事
業
の
み
を
取
り
上
げ
て
、
産
業
と
し
て
の
商
業
を
営
ん
で
い

。

、

、「

」

る
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い

や
は
り
そ
の
本
質
は

長
屋
王
が
交
易
主
体

店

の
勤
務
者
が
身
分
動
機
の
交
易
従
事
者
と
な
る
、
官
司
や
王
臣
家
の
交
易
活
動
に
共

通
す
る
獲
得
型
交
易
の
一
種
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

た
だ
し
、
長
屋
王
家
に
お
け
る
交
換
経
済
と
の
接
触
の
意
義
を
軽
視
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
。
櫛
木
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
家
政
運
営
の
な
か
で
、
貨
幣
を
使
用
し

た
交
易
や
雇
傭
に
依
存
す
る
局
面
は
意
外
に
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
特
に
国
家
が
発

行
権
を
独
占
す
る
銭
貨
の
導
入
以
後
、
諸
王
臣
家
に
共
通
す
る
現
象
と
し
て
立
ち
現

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
前
か
ら
流
通
経
済
と
全
く
接
触
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た

経
営
体
な
ど
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
銭
貨
の
導
入
は
、
そ
の
自
給
自
足
の
可
能

性
さ
え
断
ち
切
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
必
需
品
た
る
銭
貨
を
外
部
か
ら

調
達
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
銭
貨
を
用
い
な
け
れ
ば
、
円
滑
な
家
政
運
営
が
難
し
く

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
は
や
王
臣
家
と
い
え
ど
も
、
流
通
経
済
と

の
接
触
な
し
に
経
営
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
り
、
そ
の
傾
向
は
加
速
す
る
一
方
で

あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
長
屋
王
家
は
、
酒
食
販
売
事
業
を
行
っ
て
ま
で

銭
貨
を
調
達
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

最
後
に

「
西
店
」
の
位
置
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
筆
者
は
、
先

、

に
み
た
「
店
」
の
機
能
・
性
格
か
ら
、
西
市
の
近
辺
と
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。
舘
野
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
長
屋
王
や
そ
の
近
親
者
が
、
市
の
内

部
に
「
店
」
を
置
い
た
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
皇
親
や
五
位
以
上
の
官
人
は
、

市
に
市
肆
を
置
く
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
舘
野
氏
は
、
王

家
内
で
醸
造
し
た
酒
を
販
売
し
た
点
か
ら
京
内
、
し
か
し
独
立
的
な
性
格
も
有
す
る

の
で
王
邸
か
ら
は
離
れ
た
位
置
、
そ
し
て
「
西
店
」
と
い
う
名
称
か
ら
王
邸
の
西
方

に
位
置
し
た
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
東
西
市
以
外
の
場
所
に
単
独
の
店
舗
が
あ
っ
た

こ
と
も
想
定
す
べ
き
と
す
る
。
し
か
し
、
先
の
よ
う
に
「
店
」
を
必
要
物
資
調
達
の

機
関
と
位
置
づ
け
て
み
た
場
合
、
市
か
ら
離
れ
た
単
独
の
店
舗
と
い
う
の
は
考
え
に

く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
を
売
る
だ
け
で
な
く
、
買
い
付
け
る
必
要
も
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
流
通
す
る
物
資
や
そ
の
価
格
な
ど
を
モ
ニ
タ
ー
し
、
時
と
場

合
に
よ
っ
て
必
要
性
や
流
通
状
況
が
変
化
す
る
物
資
・
貨
幣
を
調
達
す
る
た
め
に

は
、
都
城
に
お
け
る
流
通
経
済
の
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
東
西
市
の
近
辺
に
配
置
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
か
ら
、
例
え
ば
相
模
国
調
邸
の
よ
う

に
、
東
西
市
の
近
辺
に
「
店
」
を
置
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う

「
西
店
」
と

。

い
う
名
称
も
、
単
に
西
方
に
位
置
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
西
市
を
担
当
す
る

「
店
」
と
解
釈
す
る
こ
と
で
、
よ
り
明
瞭
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�

漆
部
直
伊
波
の
交
易
と
そ
の
拠
点

(1)漆
部
直
伊
波
は
、
天
平
二
〇
（
七
四
八
）
年
二
月
、

東
大
寺
に
商
布
二
万
段
を

献
物
し
、
従
七
位
下
か
ら
外
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
た
（

続
日
本
紀

『
東
大
寺
要

『

』

録

。
以
後
、
天
平
宝
字
四
（
七
六
〇
）
年
三
月
の
佐
渡
守
任
官
を
皮
切
り
に
中
央

』
）

官
職
お
よ
び
国
司
を
歴
任
し
、
天
平
宝
字
八
年
一
〇
月
に
従
五
位
下
、
神
護
景
雲
二

（
七
六
八
）
年
二
月
に
は
相
模
宿
禰
の
氏
姓
を
賜
る
と
同
時
に
、
相
模
国
造
に
任
じ

ら
れ
た
。

漆
部
伊
波
に
つ
い
て
特
筆
さ
れ
る
の
は
、
難
波
に
土
地
を
有
し
て
い
た
と
み
ら
れ

る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
平
勝
宝
四
（
七
五
二
）
年
正
月
、
東
大
寺
は
安
宿
王

か
ら
難
波
荘
（
三
町
六
段
二
四
九
歩
）
を
買
得
し
た
が
、
天
平
宝
字
四
（
七
六
〇
）

年
一
一
月
に
は
新
薬
師
寺
に
三
町
一
段
一
二
九
歩
を
売
却
す
る
（

摂
津
国
家
地
売

「

買
公
験
案

。
買
得
時
と
売
却
時
の
面
積
差
五
段
一
二
〇
歩
に
つ
い
て
は
、
こ
の
間

」
）

に
漆
部
伊
波
が
入
手
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
〔
大
谷

一
九
七
九

。
〕

こ
の
漆
部
伊
波
の
事
例
お
よ
び
史
料
５
か
ら
栄
原
氏
は
、
地
方
豪
族
に
よ
る
対
畿
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内
遠
距
離
交
易
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
把
握
す
る
。

（
史
料
５

『
続
日
本
紀
』
和
銅
七
年
二
月
甲
寅
条

）
二

一

ዝ�

ዝ�

ዝ�

ዝ�

下

二

一

二

制
。
以

商
布
二
丈
六
尺

為

段
。
不

得

用

常
。
如
有

蓄

常
布

。
自
擬

。

。

。

。

。

産
業

者

今
年
十
二
月
以
前

悉
売
用
畢

或
貯
積
稍
多

出
売
不

尽
者

一

上

ዝ�

二

一

二

一

二

一

二

便
納

官
司

与
和
価
。
或
限
外
売
買
。
没
為

官
物

。
有

人
糺
告

。
皆
賞

告
者

。
其
帯

関
国
司
。
商
旅
過
日
。
審
加

勘
捜

。
附

使
言
上
。

一

ዝ�

二

一

ዝ�

ま
ず
第
一
に
、
史
料
５
に
見
え
る
「
商
旅
」
は
、
在
地
に
お
け
る
大
量
の
商
布
蓄

積
を
前
提
に
中
央
―
地
方
間
を
交
易
し
、
東
西
市
に
「
出
ዝ�
興
販
」
し
た
人
々
の
存

在
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
漆
部
伊
波
は
、
二
万
段
も
の
商
布
を
献
物
し
て
い
る
こ

と
か
ら
み
て
、
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
、
そ
の
発
展
し
た
後
身
と
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
二
に
、
漆
部
直
伊
波
は
相
模
国
出
身
で
あ
り
、
か
つ
国
造
家
の
一
員
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。
彼
の
交
易
は
、
中
央
と
の
結
び
つ
き
を
有
し
つ
つ
在
地
に
盤
踞
す
る

一
族
の
勢
力
を
背
景
に
、
ま
ず
相
模
国
と
中
央
を
結
ぶ
形
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
交
易

は
、
中
央
の
官
僚
機
構
に
入
り
込
む
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
中
央
官
人
化
し
た

後
も
継
続
さ
れ
て
い
た
。

第
三
に
、
漆
部
直
伊
波
が
難
波
堀
江
に
面
し
て
土
地
を
確
保
し
た
の
は
、
交
易
の

必
要
か
ら
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
彼
は
、
京
と
難
波
と
い
う
「
中
央
交
易
圏
」

の
二
大
中
心
地
に
拠
点
を
持
ち
、
西
日
本
へ
と
広
が
る
瀬
戸
内
海
水
運
を
も
視
野
に

入
れ
た
交
易
活
動
を
行
っ
て
い
た
。

そ
し
て
栄
原
氏
は
、
伝
統
的
な
地
方
豪
族
に
と
っ
て
「
遠
距
離
交
易
」
は
、
私
富

蓄
積
の
一
手
段
で
あ
る
と
と
も
に
、
動
揺
し
つ
つ
あ
る
自
ら
の
在
地
支
配
を
、
経
済

的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
補
強
す
る
役
割
を
も
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論

を
導
く
。

以
上
の
よ
う
な
栄
原
氏
の
見
解
に
基
本
的
に
同
意
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ポ
ラ
ン

ニ
ー
の
指
摘
か
ら
考
え
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
点
を
補
足
し
て
み
た
い
。

ま
ず
彼
は
、
難
波
に
ヤ
ケ
や
倉
を
備
え
た
で
あ
ろ
う
土
地
を
所
有
す
る
、
地
方
の

富
裕
な
豪
族
層
に
属
し
、
後
に
は
中
央
官
人
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
自
身
が
直

接
交
易
に
従
事
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま

り
彼
自
身
は
、
お
そ
ら
く
は
ミ
ニ
王
臣
家
と
も
い
う
べ
き
交
易
主
体
で
あ
っ
て
、
実

際
の
交
易
は
、
難
波
の
ヤ
ケ
な
ど
に
組
織
さ
れ
た
彼
の
配
下
が
行
っ
て
い
た
と
想
定

さ
れ
る
。

ま
た
、
豪
族
に
よ
る
私
富
の
蓄
積
は
、
基
本
的
に
は
在
地
に
お
け
る
収
奪
に
よ
っ

。

、

、

て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

し
た
が
っ
て

純
経
済
的
な
意
味
で
の
私
富
蓄
積
は

彼
ら
が
積
極
的
に
交
易
を
行
う
動
機
に
な
る
と
は
言
い
難
い
。
彼
ら
は
、
交
易
を
行

わ
ず
と
も
、
在
地
で
は
十
分
に
富
裕
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
彼
ら
が
交
易
を
行
っ
て
い
た
の
は
、
東
国
で
は
入
手
し
え
な
い
文
物
を
、
畿

内
等
で
獲
得
す
る
こ
と
に
主
た
る
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
自
ら
の
産
品
の
販
売
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
手
段
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

に
、
彼
が
難
波
に
拠
点
を
置
い
た
意
味
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
京

や
難
波
に
は
、
畿
内
産
の
物
資
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
西
国
、
さ
ら
に
は
唐
・
新
羅

産
の
文
物
が
集
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
地
元
で
蓄
積
し
た
私
富
を
「
消

費
」
し
て
、
畿
内
・
西
国
・
外
国
産
の
文
物
を
購
入
す
る
こ
と
、
そ
こ
に
主
眼
を
置

い
て
交
易
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

京
・
難
波
と
交
易
者

(2)『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
七
話
は
、
備
後
国
三
谷
郡
大
領
の
先
祖
が
弘
済
禅
師
を

迎
え
て
三
谷
寺
を
造
る
話
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
禅
師
が
仏
像
を
造
る
た
め
に
京

に
上
っ
て
財
を
売
り
、
金
丹
等
を
買
得
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
。
ま
た
中
巻

第
六
話
に
は
、
山
背
国
相
楽
郡
の
人
が
法
華
経
を
入
れ
る
箱
を
作
る
た
め
、
四
方
に

、

。

人
を
派
遣
し
て
白
檀
・
紫
檀
を
探
し

こ
れ
を
諾
楽
の
京
で
入
手
す
る
話
が
見
え
る

一
方
、
史
料
６
か
ら
は
、
西
海
道
の
官
人
・
百
姓
・
商
旅
が
草
野
・
国
埼
・
坂
門

[日本古代の交易者]……中村太一
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等
の
津
か
ら
船
で
任
意
に
産
物
を
輸
送
し
て
お
り
、
天
平
一
八
（
七
四
六
）
年
に
、

一
部
の
例
外
を
除
い
て
禁
断
し
た
が
止
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
、

こ
と
ご
と
く
難
波
に
集
ま
っ
て
い
る
様
相
が
判
明
す
る
。

（
史
料
６

『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
六

舟
瀬
并
浮
橋
布
施
屋
事

）

太
政
官
符

応

聴

自

草
野
国
埼
坂
門
等
津

往
ዝ�
還
公
私
之
船

事

ዝ�

下

二

一

上

。

。

。

右
得

大
宰
府
解

ዝ�

検

案
内

太
政
官
去
天
平
十
八
年
七
月
廿
一
日
符
ዝ�

二

一

二

一

官
人
百
姓
商
旅
之
徒
。
従

豊
前
国
々
埼
。
坂
門
等
津

。
任

意
往
還
擅
漕

国

二

一

ዝ�

二

物

。
自
今
以
後
。
厳
加

禁
断

。
但
豊
後
日
向
等
国
兵
衛
采
女
資
物
漕
ዝ�
送

一

二

一

人
物

船
。
取

国
埼
之
津

有

往
来

者
不

在

禁
限

。
除

此
以
外
。
咸
皆

一

二

一

二

一

ዝ�

二

一

ዝ�

禁
断
者
。
府
依

符
旨

重
令

禁
制

。
上
件
三
津
尚
多

奸
徒

。
旧
来
越
度
不

二

一

二

一

二

一

得

禁
断

。
又
雖

有

過
所

而
不

経

豊
前
門
司

。
如

此
之
徒
咸
集

難

ዝ�

二

一

ዝ�

二

一

ዝ�

二

一

ዝ�

二

一

下
二

一

上

二

一

波

。
望
請
。
便
令

摂
津
国
司

勘
ዝ�
検
過
所

。
若
无

過
所
并
門
司
勘
過

者
。
依

法
科
断
。
然
則
奸
源
自
清
。
越
度
亦
息
。
謹
請

官
裁

者
。
被

大

ዝ�

二

一

二

一

ዝ�

ዝ�

納
言
正
三
位
紀
朝
臣
古
佐
美
宣

ዝ�
。
奉

勅
。
自
今
以
後
。
公
私
之
船
宜

下

二

一

上

ዝ�

ዝ�

三

聴

自

豊
前
豊
後
三
津

往
来

。
其
過
所
者
依

旧
府
給
。
当
處
勘
過
不

可

更
経

門
司

。
但
承
前
所

禁
不

在

聴
限

。
長
門
伊
予
等
国
亦
宜

承
知

。

二

一

ዝ�

ዝ�

二

一

二

一

（
七
九
六
）

延
暦
十
五
年
十
一
月
廿
一
日

こ
の
史
料
６
に
は
「
官
人
・
百
姓
・
商
旅
」
と
あ
る
が
、
そ
の
交
易
主
体
は
官
人

お
よ
び
地
方
豪
族
層
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
交
易
に
用
い
る
「
国
物
」
を
、
西

海
道
か
ら
難
波
へ

「
任
意
」
に
運
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
交
易
原
資
を
取
り
揃

、

え
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
難
波
に
輸
送
す
る
手
段
（
船
舶
と
船
員
）
を
確
保
す
る
に

し
て
も
、
そ
れ
を
な
し
う
る
階
層
は
か
な
り
限
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
百
姓
・
商

旅
」
と
は
、
郡
司
氏
族
に
属
す
る
が
任
官
し
て
い
な
い
者
、
郡
司
な
ど
に
就
い
て
い

な
い
地
方
豪
族
、
あ
る
い
は
郡
司
な
ど
を
交
易
主
体
と
し
つ
つ
、
そ
の
配
下
と
し
て

実
際
の
交
易
に
従
事
し
て
い
る
者
な
ど
が
、
実
際
に
は
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

史
料
７
に
見
え
る
よ
う
な
西
海
道
の
交
易
者
・
交
易
主
体
は
、
漆
部
伊
波
と
同
様

に
、
在
地
の
財
や
産
物
を
京
や
難
波
に
持
ち
込
ん
で
売
り
、
必
要
と
す
る
物
資
を
獲

得
し
て
持
ち
帰
る
交
易
を
展
開
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
が
獲
得
を
目
指
し

た
物
は
、
金
・
丹
・
白
檀
・
紫
檀
と
い
っ
た
奢
侈
品
製
作
に
必
要
な
資
材
や
、
威
信

財
と
な
り
う
る
奢
侈
品
そ
の
も
の
、
そ
し
て
在
地
で
の
再
生
産
や
生
産
拡
大
に
必
要

な
資
材
や
物
品
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
、
こ
れ
ら
を
獲
得
し
て
在
地
に
持
ち

込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
富
を
蓄
積
す
る
と
と
も
に
自
ら
の
威
信
を
示
し
、
そ
の
在

地
支
配
を
経
済
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
補
強
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
主
た
る
関
心
は
、
自
ら
の
産
品
を
売
る
こ
と
に
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
つ
こ
い
よ
う
だ
が
、
自
地
域
や
そ
の
周
辺
で
は
生

産
・
獲
得
で
き
な
い
物
品
を
入
手
す
る
た
め
に
、
そ
の
交
換
手
段
に
な
り
そ
う
な
自

ら
の
産
品
を
京
や
難
波
に
持
ち
込
ん
で
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ

、

。

れ
は

結
果
と
し
て
多
種
多
様
な
物
品
が
京
・
難
波
に
集
ま
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た

も
と
も
と
都
城
周
辺
は
、
律
令
国
家
税
制
に
よ
り
、
全
国
の
物
資
が
集
中
す
る
。
そ

の
う
え
に
、
史
料
５
の
「
商
旅
」
や
漆
部
伊
波
は
東
国
の
産
物
を
、
史
料
７
の
官
人

・
百
姓
・
商
旅
は
西
海
道
産
の
物
品
を
、
そ
れ
ぞ
れ
京
や
難
波
に
持
ち
込
ん
だ
の
で

あ
る
。
国
際
交
易
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
よ
う
な
物
品
も
、
大
宰
府
周
辺
を
除
け
ば
、

ま
ず
は
京
や
難
波
な
ど
に
持
ち
込
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
外
部
産
の
物

品
の
獲
得
を
求
め
た
漆
部
伊
波
ら
が
、
京
や
難
波
に
拠
点
を
構
え
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。

特
筆
す
べ
き
は
、
東
国
と
西
国
の
産
物
な
ど
が
こ
れ
ら
の
場
で
交
換
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
在
地
に
も
た
ら
さ
れ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
京

や
難
波
は
、
東
国
と
西
国
の
よ
う
な
列
島
内
部
に
お
け
る
遠
距
離
地
域
間
の
交
易
・

交
流
の
場
と
も
な
っ
て
い
た
わ
け
で
、
ま
さ
し
く
全
国
的
な
交
易
・
物
流
の
セ
ン
タ

ー
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
、
交
易
に
関
す
る
京
や
難
波
と
そ
の
市
等
の
特

質
の
一
つ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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地
方
豪
族
層
に
よ
る
銭
貨
獲
得

(3)一
方
、
地
方
の
豪
族
層
は
、
中
央
で
の
交
易
に
よ
っ
て
、
現
物
だ
け
で
な
く
銭
貨

を
も
多
く
獲
得
し
て
い
た
。
楢
磐
嶋
が
出
挙
銭
三
十
貫
を
も
っ
て
敦
賀
津
で
交
易
し

た
説
話
で
は
、
磐
嶋
の
交
易
相
手
が
、
お
そ
ら
く
は
北
陸
道
の
何
処
か
ら
か
来
た
交

易
者
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
交
易
相
手
は
、
自
ら
の
荷
を
磐
嶋
に

売
る
代
わ
り
に
銭
貨
を
受
け
取
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
八
世
紀
代
に
み
ら
れ
る
献
銭
叙
位
者
に
は
国
司
や
、
郡
領
な
ど
の
地
方
豪

族
が
多
い
。
彼
ら
が
大
量
の
銭
貨
を
蓄
積
し
得
た
の
は
、
喜
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
京
や
難
波
な
ど
で
交
易
を
展
開
し
た
た
め
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。
蓄
銭
の
禁

断
お
よ
び
正
税
と
の
交
換
に
よ
る
官
へ
の
銭
貨
収
公
（
史
料
７

、
献
銭
叙
位
の
停

）

止
（
史
料
８

、
貯
蓄
の
全
面
禁
止
（
史
料
９
）
と
進
ん
で
い
く
献
銭
叙
位
政
策
の

）

、「

。

」
、

転
換
・
停
止
命
令
の
な
か
で

外
国
吏
民
多
有

貯
蓄

京
畿
士
庶
還
乏

資
用

二

一

二

一

「

。

」
、「

。

殷
富
之
民
多
貯

銭
貨

蔵
繦
万
計
或
至

腐
爛

而
今
畿
外
諸
国
富
豪
之
輩

二

一

二

一

不

慎

格
旨

猶
事

貯
積

」
と
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
畿
外
諸

ዝ�

二

一

二

一

国
の
「
吏
民

「
富
豪
之
輩
」
が
畿
内
か
ら
大
量
の
銭
貨
を
持
ち
出
し
、
在
地
に
蓄

」

蔵
し
て
い
る
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
史
料
７

『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九

禁
制
事

）

太
政
官
符

禁
ዝ�
断
貯

銭
ዝ�

ዝ�

右
被

右
大
臣
宣

ዝ�
。
奉

勅
。
用

銭
之
道
取

軽
便

。
有
無
均

利
彼
此

二

一

ዝ�

ዝ�

二

一

ዝ�

得

宜
者
也
。
如
聞
。
外
国
吏
民
多
有

貯
蓄

。
京
畿
士
庶
還
乏

資
用

。
既

ዝ�

二

一

二

一

乖

均

利
之
義

。
亦
失

得

宜
之
方

。
宜

下

厳
制

不
上

得

更
然

。
所

二

ዝ�

一

二

ዝ�

一

下

二

一

ዝ�

二

一

。

。

。

ዝ�

ዝ�

二

一

ዝ�

ዝ�

ዝ�

二

一

有
之
銭
尽
皆
納

官

仍
用

正
税

准

価
給

之

送

京
之
功
亦
用

正
税

。

。

。

如
有

蔵
而
不

進
為

他
被

告

不

論

蔭
贖

科

違
勅
罪

五
ዝ�
分
其
物

二

ዝ�

ዝ�

ዝ�

ዝ�

二

一

二

一

一
分
給

告
者

。
四
分
没

官
。
但
伊
賀
近
江
若
狭
丹
波
紀
伊
等
国
不

在

禁

二

一

ዝ�

ዝ�

二

限

。
一

（
七
九
八
）

延
暦
十
七
年
九
月
廿
三
日

（
史
料
８

『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九

禁
制
事

）

太
政
官
符

禁
ዝ�
断
民
蓄

銭
貨

以
求

爵
位

ዝ�

二

一

中

上

。

。

。

。

右
大
納
言
正
三
位
壱
志
濃
王
宣

奉

勅

頃
年
納

銭
例
叙

五
品

今
聞

ዝ�

ዝ�

二

一

二

一

二

一

ዝ�

ዝ�

二

殷
富
之
民
多
貯

銭
貨

。
蔵
繦
万
計
或
至

腐
爛

。
是
以
官
府
信

力
無

輟

於
鋳
作

。
京
畿
乏

銭
未

布

於
民
間

。
其
百
姓
納

銭
以
求

爵
位

。
自
今

一

ዝ�

ዝ�

二

一

ዝ�

二

一

以
後
。
厳
加

禁
止

。
更
莫

令

然
。

二

一

ዝ�

ዝ�

（
八
〇
〇
）

延
暦
十
九
年
二
月
四
日

（
史
料
９

『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九

禁
制
事

）

太
政
官
符

応
禁
ዝ�
制
貯

銭
ዝ�

ዝ�

ዝ�

ዝ�

二

右
延
暦
十
七
年
九
月
廿
三
日
格
ዝ�
。
右
大
臣
宣
。
奉

勅
。
用

銭
之
道
取

軽
便

。
有
無
均

利
彼
此
得

宜
者
也
。
如
聞
。
外
国
吏
民
多
有

貯
蓄

。
京

一

ዝ�

ዝ�

二

一

畿
士
庶
還
乏

資
用

。
既
乖

均

利
之
義

。
亦
失

得

宜
之
方

。
宜

下

厳

二

一

二

ዝ�

一

二

ዝ�

一

下

二

制

不
上

得

更
然

。
所

有
之
銭
尽
皆
納

官
。
仍
用

正
税

准

価
給

之
。

一

ዝ�

二

一

ዝ�

ዝ�

二

一

ዝ�

ዝ�

送

京
之
功
亦
用

正
税

。
如
有

蔵
而
不

進
為

他
被

告
。
不

論

蔭
贖

科

ዝ�

二

一

二

ዝ�

ዝ�

ዝ�

ዝ�

二

一

違
勅
罪

。
五
ዝ�
分
其
物
。
一
分
給

告
者

。
四
分
没

官
。
但
伊
賀
近
江
若

二

一

二

一

ዝ�

狭
丹
波
紀
伊
等
国
不

在

禁
限

者
。
而
今
畿
外
諸
国
富
豪
之
輩
。
不

慎

格

ዝ�

二

一

ዝ�

二

一

二

一

二

一

ዝ�

二

一

二

一

二

旨

猶
事

貯
積

。
聞

其
由
緒

。
非

充

資
用

。
徒
奢

富
強
之
名

各
争

聚
集
之
夥

。
辺
郡
既
無

通
用
之
理

。

朝
家
永
増

鋳
作
之
労

。
静
論
二

一

二

一

二

一

。

。

。

。

其
費
一
誠
須

懲
革

右
大
臣
宣

奉

勅

宜

更
下

厳
制

一
切
禁
断

二

一

ዝ�

下

二

一

上

其
所

有
之
銭
依

先
格

行

之
。
若
隠
蔵
不

進
。
科

罪
亦
如

先
格

。
唯
告

ዝ�

二

一

ዝ�

ዝ�

ዝ�

二

一

言
者
三
分
給

一
。
国
司
仍
須

符
到
之
後
ዝ�
箇
日
内
。
勘
ዝ�
録
繦
数

専
脚
言

ዝ�

下

一

[日本古代の交易者]……中村太一



24

上

。
夫
捜
勘
無

私
言
上
合

期
。
不

論

多
少

。
特
加

褒
擢

。
若
乖
ዝ�
違

上

ዝ�

ዝ�

ዝ�

二

一

二

一

符
旨

延
引
無

申
。
及
許
容
不

勘
為

他
被

告
。
同
処

違
勅
罪

。
不

曽
寛

一

ዝ�

ዝ�

ዝ�

ዝ�

二

一

二

一

ዝ�

ዝ�

二

一

下

二

一

宥

。
又
伊
賀
近
江
等
五
箇
国
。
先
格
已
ዝ�

不

在

禁
限

。
宜

聴

其
資
用

禁

其
貯
蓄

。

中

上

（
八
六
七
）

貞
観
九
年
五
月
十
日

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
地
方
豪
族
層
に
よ
る
銭
貨
蓄
積
は
、
純
経
済
的
な
意
味

二

一

ዝ�

で
の
私
富
蓄
積
な
の
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
史
料
９
で
は
「
聞

其
由
緒

。
非

充

資
用

。
徒
奢

富
強
之
名

各
争

聚
集
之
夥

。
辺
郡
既
無

通
用
之
理

」
と
さ

二

一

二

一

二

一

二

一

れ
て
お
り
、
禁
制
か
ら
除
外
さ
れ
た
伊
賀
・
近
江
・
若
狭
・
丹
波
・
紀
伊
国
よ
り
外

の
諸
国
で
は
、
銭
貨
が
交
換
手
段
・
支
払
い
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
状

況
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
一
連
の
問
題
が
献
銭
叙
位
の
転
換
・
停
止
政

策
の
な
か
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
蓄
銭
問
題
が
献
銭
叙
位
政
策

と
深
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
も
物
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
が
銭
貨
を
蓄
え

、

、

、

た
の
は

純
経
済
的
な
意
味
で
の
私
富
追
求
で
は
な
く

献
銭
に
よ
る
位
階
の
入
手

あ
る
い
は
蓄
銭
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

栄
原
氏
は
、
こ
う
い
っ
た
献
物
・
献
銭
叙
位
も
経
済
的
要
因
で
説
明
し

「
俸
禄

、

支
払
い
保
障
に
よ
る
民
間
私
富
の
借
り
入
れ
」
と
定
義
し
た
う
え
で
、
献
物
叙
位
者

の
側
か
ら
見
れ
ば
、
俸
禄
の
総
量
が
献
物
を
超
え
た
分
は
利
得
に
な
る
と
す
る
〔
栄

原

一
九
八
四

。
し
か
し
、
南
部
曻
氏
ら
が
書
評
で
指
摘
す
る
よ
う
に
七
五
歳
で

〕

献
物
し
た
例
も
あ
り
〔
南
部
ほ
か

一
九
九
二

、
献
物
者
が
俸
禄
に
よ
る
回
収
を

〕

目
的
と
し
た
と
は
言
い
難
い
。
む
し
ろ
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
位
階
を
獲
得
す
る
こ
と

で
国
家
や
天
皇
か
ら
在
地
支
配
の
正
当
性
を
認
め
ら
れ
る
、
そ
し
て
そ
れ
を
在
地
に

お
い
て
喧
伝
す
る
こ
と
こ
そ
重
要
で
は
な
か
っ
た
か
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
彼
ら
は
在
地
に
お
い
て
十
分
に
富
裕
な
階
層
に
属
し
、
そ

の
財
力
は
在
地
支
配
に
こ
そ
基
盤
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
位
階
は
、
そ

の
在
地
支
配
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
補
強
す
る
ア
イ
テ
ム
の
一
つ
に
な
り
う
る
の
で

あ
る
。
ま
た
書
評
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
位
階
を
得
る
こ
と
で
個
々
人
が
精
神
的
満

足
を
覚
え
る
と
い
う
点
も
、
献
物
叙
位
の
重
要
な
動
機
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
彼
ら
に
と
っ
て
位
階
と
は
形
無
き
威
信
財
で
あ
り
、
位
階
そ
れ
自
体
の
入
手

を
目
的
と
し
て
献
物
を
し
た
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
地
方
の
豪
族
層
は
、
律
令
国
家
成
立
以
前
、
あ
る
い
は
銭
貨
導
入
以
前

か
ら
、
奢
侈
品
・
威
信
財
や
そ
の
資
材
の
獲
得
を
目
的
と
し
て
、
畿
内
地
域
で
の
交

易
を
展
開
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
献
銭
叙
位
政
策
が
銭
貨
と
位
階
の
互

換
性
を
保
証
し
た
結
果
、
彼
ら
は
、
形
無
き
威
信
財
で
あ
る
位
階
を
入
手
す
る
た
め

に
、
銭
貨
を
獲
得
・
蓄
積
す
る
た
め
の
交
易
活
動
を
も
開
始
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
、
銭
貨
は
在
地
に
お
い
て
交
換
手
段
・
支
払
い
手
段
と
し
て
は
機
能
し
て

お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
在
地
に
お
け
る
純
経
済
的
な
意
味
で
の
蓄
積
手
段
と
も
な
り

え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
い
っ
た
在
地
に
お
け
る
銭
貨
は
、
位
階
と
の
交
換
手
段

と
い
う
極
め
て
限
定
さ
れ
た
目
的
の
貨
幣
と
し
て
、
あ
る
い
は
位
階
と
の
互
換
性
を

有
す
る
威
信
財
と
し
て
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
献
銭
叙
位
が
停
止
さ

れ
た
後
も
、
銭
貨
そ
れ
自
体
が
威
信
財
と
し
て
独
自
に
機
能
す
る
よ
う
に
な
り
、
地

方
豪
族
や
「
富
豪
之
輩
」
は
銭
貨
の
獲
得
と
蓄
蔵
を
や
め
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
地
方
豪
族
た
ち
が
銭
貨
を
持
ち
帰
っ
た
交
易
も
ま
た
、

在
地
の
産
品
を
売
っ
て
儲
け
よ
う
と
す
る
行
為
で
は
な
く
、
威
信
財
と
し
て
の
銭
貨

を
獲
得
せ
ん
と
す
る
交
易
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�
ዝ�

奈
良
・
平
安
時
代
の
商
人

(1)利
潤
を
目
的
と
し
た
商
人
、
な
い
し
商
人
の
原
型
と
見
な
し
う
る
奈
良
時
代
の
交

易
者
に
は

「
遠
距
離
型
行
商

・

近
距
離
型
行
商

・

市
人
」
の
三
タ
イ
プ
が
考

、

」
「

」
「

え
ら
れ
る
。

遠
距
離
型
行
商
は
、
楢
磐
嶋
の
説
話
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
畿
内
と
畿
外

国立歴史民俗博物館研究報告

第113集2004年３月



25

を
結
ぶ
遠
距
離
交
易
者
で
は
あ
る
が
、
利
潤
を
動
機
と
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
畿
内
か

ら
畿
外
へ
交
易
に
向
か
う
方
向
性
な
ど
か
ら
、
地
方
豪
族
層
の
遠
距
離
交
易
と
は
異

な
る
一
類
型
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
〔
白
石

一
九
九
一

。
〕

楢
磐
嶋
は
、
遠
国
の
産
品
な
ど
を
仕
入
れ
て
京
で
販
売
し
、
利
潤
を
上
げ
る
こ
と

を
目
的
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
交
易
の
規
模
は

「
近
距
離
型
行
商
」
に
比
べ
て

、

。

、

、

格
段
に
大
き
い

し
か
し
同
時
に

原
資
を
寺
社
の
出
挙
な
ど
に
頼
る
必
要
が
あ
り

ま
た
お
そ
ら
く
は
、
出
挙
を
受
け
る
前
提
と
し
て
仏
教
に
帰
依
す
る
な
ど
の
一
定
程

度
の
条
件
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
う
い
っ
た
非
経
済
的
な
要
素
も
含
め
て
自
立
性

が
低
い
と
評
価
で
き
る
。
さ
ら
に
、
交
易
で
得
た
利
潤
を
次
の
交
易
の
原
資
と
し
て

回
転
さ
せ
る
よ
う
な
、
そ
の
行
為
が
商
業
と
い
え
る
段
階
に
ま
で
至
っ
て
い
た
か
も

疑
わ
し
い
。

、

、

こ
の
よ
う
に
奈
良
期
の
遠
距
離
型
行
商
は

比
較
的
交
易
規
模
が
大
き
い
も
の
の

商
業
と
し
て
は
未
熟
な
要
素
も
内
包
し
て
お
り
、
平
安
後
期
に
成
長
を
見
せ
始
め
る

遠
距
離
交
易
商
人
の
原
型
の
一
つ
と
把
握
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

奈
良
期
の
近
距
離
型
行
商
は
、
瓜
販
の
人
の
説
話
に
見
え
る
タ
イ
プ
で
、
産
地
で

物
品
を
仕
入
れ
て
消
費
者
な
ど
に
販
売
し
、
利
潤
を
上
げ
る
こ
と
を
目
的
し
た
商
人

と
考
え
ら
れ
る
。
利
潤
の
一
部
を
原
資
と
し
て
、
次
回
の
物
品
を
仕
入
れ
る
と
い
っ

た
行
動
を
始
め
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
自
営
商
人
と
し
て
成
立
し

つ
つ
あ
っ
た
と
見
な
し
う
る
。
た
だ
し
、
説
話
の
内
容
か
ら
見
て
、
そ
の
経
営
規
模

は
極
め
て
零
細
と
判
断
さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
近
距
離
型
行
商
は
、
平
安
時
代
の
文
学
作
品
な
ど
に
「
販
夫

「
販

」

女
」
と
し
て
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
〔
西
岡

一
九
二
五

。
し
か
し
、
依
然
と

〕

し
て
零
細
で
、
な
お
か
つ
社
会
的
地
位
の
低
い
階
層
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら

く
は
都
市
的
消
費
経
済
の
進
展
と
と
も
に
需
要
は
高
ま
り
、
商
人
の
種
類
や
人
数
は

拡
大
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
行
商
と
い
う
業
態
か
ら
み
て
、
一
つ
一
つ
の

交
易
や
経
営
の
規
模
は
小
さ
い
ま
ま
に
止
ま
っ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。

市
人
は
、
都
城
の
市
な
ど
に
市
肆
を
構
え
て
交
易
を
行
う
タ
イ
プ
で
あ
る
。
し
か

し
こ
れ
ら
の
市
肆
・
市
人
に
つ
い
て
は
、
法
制
史
料
か
ら
市
肆
の
種
類
や
市
に
対
す

る
法
的
規
制
は
判
明
す
る
も
の
の
、
産
業
・
生
業
と
し
て
の
実
態
は
ほ
と
ん
ど
分
か

ら
な
い
。
た
し
か
に
市
人
に
は
、
布
な
ど
の
支
給
を
受
け
た
官
人
か
ら
そ
れ
を
買
い

取
り
、
そ
れ
を
売
り
に
出
す
と
い
っ
た
、
流
通
業
的
な
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
想
定

さ
れ
る
〔
鬼
頭

一
九
七
七

。
し
か
し
、
例
え
ば
先
に
取
り
上
げ
た
奉
写
二
部
大
般

〕

若
経
所
に
よ
る
銭
貨
調
達
活
動
に
お
い
て
、
飯
高
息
足
を
「
外
国

（
お
そ
ら
く
は

」

伊
勢
方
面
）
に
、
社
下
月
足
を
難
波
へ
〔
直
木

一
九
八
一

、
と
諸
方
に
人
を
派
遣

〕

し
て
綿
を
売
却
さ
せ
た
事
例
は
、
大
量
の
綿
を
一
時
に
引
き
受
け
る
こ
と
が
、
平
城

京
の
東
西
市
の
市
人
た
ち
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
こ

、

。

の
点
は

市
人
の
流
通
業
的
側
面
が
未
熟
な
段
階
に
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
よ
う

流
通
業
者
と
し
て
資
本
の
蓄
積
が
不
充
分
で
あ
り
、
ま
た
他
の
地
域
に
転
売
す
る
ネ。

ッ
ト
ワ
ー
ク
も
未
発
達
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

、

『

』

、

ま
た

雑
令
皇
親
条
と

類
聚
三
代
格

神
亀
五
年
三
月
二
十
八
日
太
政
官
奏
で

皇
親
お
よ
び
外
五
位
を
除
く
五
位
以
上
の
官
人
が
家
人
奴
婢
を
市
に
居
住
せ
し
め
て

興
販
さ
せ
る
の
を
禁
止
し
て
い
る
点
は
、
市
で
の
興
販
に
対
す
る
官
人
層
の
欲
求
が

大
き
い
こ
と
や
、
ま
た
禁
令
の
対
象
外
と
さ
れ
た
外
五
位
以
下
の
下
級
官
人
層
・
地

方
豪
族
層
に
よ
る
興
販
が
多
か
っ
た
こ
と
を
類
推
さ
せ
る
。
平
安
期
に
お
い
て
も
、

市
人
が
左
右
近
衛
・
兵
衛
な
ど
の
ト
ネ
リ
と
な
っ
た
り
、
諸
司
・
諸
家
に
仕
え
る
こ

と
を
禁
ず
る
太
政
官
符
が
出
さ
れ
て
い
る
（

類
聚
三
代
格
』
承
和
元
年
十
二
月
二

『

十
二
日
官
符
・
貞
観
六
年
九
月
四
日
官
符
）
こ
と
か
ら
、
下
級
官
人
と
市
人
が
重
な

る
状
況
が
存
在
し
、
そ
の
問
題
が
九
世
紀
中
頃
以
降
に
顕
在
化
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
〔
櫛
木

二
〇
〇
二
ｂ

。
〕

、

、

こ
れ
ら
の
点
か
ら
都
城
の
市
人
の
主
要
な
部
分
は

下
級
官
人
層
や
地
方
豪
族
層

あ
る
い
は
彼
ら
を
経
営
主
体
と
す
る
家
人
奴
婢
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
彼
ら
が
展
開
し
た
興
販
の
実
態
は
、
地
方
豪
族
層
の
場
合

は
在
地
の
特
産
品
を
中
心
に
、
都
城
の
近
隣
を
本
貫
と
す
る
下
級
官
人
層
は
食
料
品

な
ど
日
用
品
も
含
め
た
産
品
を
販
売
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
地
方
市

[日本古代の交易者]……中村太一
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の
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
尾
張
国
愛
智
郡
の
「
力
女
」
が
、
蛤
五
〇
斛
を
捕
っ
て
、
美

濃
国
方
県
郡
の
小
川
市
で
売
る
説
話
が
あ
る
（

日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
四
話

。
こ

『

）

の
力
女
は
、
別
の
説
話
（
中
巻
第
二
十
七
話
）
で
尾
張
国
中
嶋
郡
大
領
の
妻
と
さ
れ

る
の
で
、
地
方
豪
族
層
の
一
員
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
在
地
の

産
品
を
市
で
販
売
す
る
の
が
市
人
の
主
た
る
活
動
で
あ
り
、
都
城
の
市
人
は
、
買
い

取
っ
た
品
を
売
る
こ
と
で
利
潤
を
あ
げ
る
手
法
も
併
用
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。こ

の
よ
う
に
本
来
は
官
人
・
豪
族
層
で
あ
り
、
ま
た
利
潤
追
求
型
の
商
行
為
も
副

次
的
な
も
の
に
止
ま
る
以
上
、
彼
ら
の
よ
う
な
市
人
を
純
粋
な
商
人
と
し
て
把
握
す

る
こ
と
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
し
、
商
業
を
主
た
る
生
業
と
す
る
市
人

が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
平
安
期
に
な
る
と
、
皇
子
が
絹
肆

の
富
裕
な
市
女
を
娶
る
と
い
う
宇
津
保
物
語
の
話
の
よ
う
に
、
市
で
の
商
業
で
富
を

得
る
階
層
が
登
場
し
て
く
る
様
相
も
窺
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
奈
良
期
の
市
人
の
な

か
に
、
少
数
な
が
ら
商
人
、
あ
る
い
は
そ
の
原
型
と
見
な
し
う
る
人
間
類
型
が
存
在

し
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

交
易
従
事
者
の
専
門
性

(2)商
人
の
原
型
と
し
て
把
握
し
う
る
人
間
類
型
は
、
必
ず
し
も
利
潤
動
機
の
交
易
者

だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
外
部
産
品
の
獲
得
を
目
的
と
す
る
交
易
主
体
の
下
で
、
実
際

の
交
易
に
従
事
し
た
身
分
動
機
に
よ
る
交
易
者
た
ち
も
ま
た
、
後
の
遠
距
離
交
易
商

人
の
原
型
と
な
る
要
素
を
内
包
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
交
易
、
と
く
に
遠

距
離
交
易
に
は
高
度
な
専
門
性
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
般
に
獲
得
型
交
易
で
は
、
本
拠
地
か
ら
離
れ
た
場
所
で
行
え
ば
行
う
ほ
ど
、
自

地
域
で
は
生
産
で
き
な
い
よ
う
な
特
産
品
を
獲
得
で
き
る
確
率
が
、
質
・
量
と
も
に

高
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
遠
距
離
交
易
は
、
価
値
が
高
い
、
珍
し
い
も

の
を
獲
得
す
る
機
会
と
し
て
活
用
さ
れ
る
。
一
方
、
遠
隔
地
間
交
通
は
、
距
離
が
長

く
な
る
の
と
比
例
し
て
、
そ
の
コ
ス
ト
や
危
険
性
が
増
大
す
る
。
す
な
わ
ち
遠
距
離

交
易
は
、
距
離
が
延
び
る
に
つ
れ
、
ハ
イ
リ
ス
ク
ハ
イ
リ
タ
ー
ン
の
度
合
い
を
増
す

の
で
あ
る
。
つ
き
つ
め
れ
ば
、
最
後
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
近
い
も
の
と
な
ろ
う
。
そ
し

て
、
こ
の
リ
ス
ク
を
低
減
す
る
た
め
に
は
、
交
易
従
事
者
の
専
門
的
能
力
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。

古
代
社
会
に
お
い
て
は
、
遠
距
離
交
通
そ
の
も
の
に
ま
ず
危
険
が
伴
っ
て
い
た
。

災
害
や
獣
害
の
よ
う
な
自
然
環
境
上
の
危
険
の
ほ
か
、
人
為
的
障
害
が
存
在
し
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
列
島
諸
地
域
の
各
共
同
体
は
閉
鎖
的
な
慣
行
を
有
し
、
他
者

の
通
行
に
は
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
を
示
す
可
能
性
が
あ
っ
た
〔
中
村

一
九
九
六

。
〕

、

、

こ
れ
に
つ
い
て
は

国
家
公
権
の
道
路
で
あ
る
こ
と
を
明
示
的
に
示
す
計
画
道
路
や

使
者
の
交
通
を
保
障
す
る
伝
馬
制
等
の
導
入
に
よ
っ
て
、
王
臣
家
な
ど
の
使
者
を
含

む
国
家
的
交
通
の
安
全
が
図
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
国
家
の
保
護
が
及

ば
な
い
交
通
や
、
山
賊
・
海
賊
と
い
っ
た
確
信
犯
的
な
人
為
的
被
害
か
ら
の
安
全
ま

で
は
、
必
ず
し
も
保
障
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
備
後
国
三
谷
郡
三
谷
寺
の
弘

済
禅
師
が
、
京
で
の
交
易
の
帰
路
に
舟
人
か
ら
海
に
放
り
出
さ
れ
た
が
、
か
つ
て
放

生
し
た
亀
に
救
わ
れ
る
説
話
（

日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
七
話
）
や
、
平
安
期
に
お

『

け
る
数
々
の
海
賊
取
締
令
〔
杉
山

一
九
七
一
〕
な
ど
が
、
遠
距
離
の
交
通
や
輸
送

に
お
け
る
人
為
的
障
害
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
危
険

性
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
楢
磐
嶋
が
交
易
の
帰
路
に
閻
羅
王
の
使
者
で
あ
る
鬼
に
追

い
か
け
ら
れ
る
と
い
う
説
話
が
、
真
に
迫
っ
た
説
教
と
し
て
効
果
を
有
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
遠
距
離
交
易
従
事
者
に
は
、
ま
ず
危
険
を
伴
う
遠
距
離
交
通
を
完
遂

す
る
能
力
や
経
験
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
交
易
で
あ
る
以
上
、
身
一
つ
で
行
き
来
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
た
め
、

交
通
面
で
は
輸
送
手
段
の
確
保
と
い
う
課
題
も
あ
る
。
そ
し
て
、
自
ら
キ
ャ
ラ
バ
ン

を
組
め
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
除
け
ば
、
人
や
輸
送
手
段
の
チ
ャ
ー
タ
ー
、
あ
る
い
は

既
存
の
輸
送
シ
ス
テ
ム
へ
の
依
存
が
必
要
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
際
に
は
、
輸
送
手

段
の
調
達
は
も
と
よ
り
、
そ
の
信
頼
性
を
も
確
保
す
る
専
門
能
力
が
必
要
と
な
る
。
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楢
磐
嶋
の
よ
う
に
、
船
に
荷
を
預
け
て
自
ら
は
陸
路
で
帰
還
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
で

は
、
輸
送
者
の
信
頼
性
が
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
交
易
従
事
者
に
は
信
用
に
足
る
輸

送
者
の
選
定
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
に
失
敗
し
た
場
合
、
先
に
見
た
弘
済
禅
師
の

事
例
の
よ
う
に
、
舟
人
が
そ
の
ま
ま
海
賊
に
変
貌
す
る
と
い
う
危
険
さ
え
招
来
す
る

は
め
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

交
易
・
交
換
の
局
面
で
は
、
さ
ら
に
専
門
性
が
要
求
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最

、

。

、

も
単
純
な
獲
得
型
交
易
は

物
々
交
換
の
形
態
を
と
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
の
た
め

一
見
す
る
と
原
始
的
で
、
シ
ン
プ
ル
な
交
易
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
実

際
に
は
、
共
通
し
た
価
値
尺
度
と
な
る
貨
幣
を
媒
介
と
し
、
多
対
多
の
間
の
需
給
関

係
で
一
定
程
度
の
価
格
が
生
成
し
て
く
る
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
以
上
に
、
高
度
な
専

門
性
が
必
要
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
獲
得
し
た
い
物
資
を
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
か
ら
入
手
で
き
る
の
か
と
い
う

情
報
・
知
識
が
必
要
と
な
る
。
獲
得
し
た
い
も
の
が
貴
重
品
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

あ
る
い
は
交
易
場
所
が
遠
方
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
交
易
の
時
・
場
所
・
相
手
の
選

定
が
シ
ビ
ア
な
課
題
と
な
る
。
こ
れ
を
誤
る
と
、
目
的
の
品
が
全
く
手
に
入
ら
な
い

可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
特
に
獲
得
型
交
易
で
は
、
目
的
の
品
を
入
手
で
き
な

け
れ
ば
、
ま
っ
た
く
の
骨
折
り
損
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
交
易
の
原
資
と
な
る
、
自
ら
の
売
却
品
の
選
定
も
重
要
な
問
題
と
な
る
。

交
易
相
手
が
目
的
の
品
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
対
価
と
な
る
売
却
品
を
受

け
取
っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
交
易
は
成
立
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
交
易
相
手
が
欲

す
る
で
あ
ろ
う
財
貨
に
対
す
る
情
報
・
知
識
を
有
し
、
そ
れ
を
選
定
す
る
能
力
が
問

わ
れ
よ
う
。

実
際
の
交
易
に
あ
た
っ
て
は
、
交
渉
能
力
も
必
要
と
な
る
。
ま
ず
、
交
易
交
渉
に

持
ち
込
む
能
力
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
や
、
言
語
を
異
と
す
る
交
易
相
手
の
場
合
は
語
学

力
が
必
要
と
な
る
。
次
に
、
交
渉
に
よ
っ
て
等
価
交
換
の
合
意
を
取
り
付
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
市
場
経
済
下
に
お
け
る
価
格
形
成
と
は
異
な
り
、
一
回
ご
と
に
等
価

に
関
す
る
合
意
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
、
価
値
尺
度
の
目
安
と
な
る

貨
幣
体
系
を
共
有
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
季
節
や
場
所

に
よ
る
物
価
の
相
違
・
変
動
に
関
す
る
専
門
知
識
も
、
交
渉
の
際
に
は
必
要
と
な
ろ

う
。

、

、

以
上
の
よ
う
に

身
分
動
機
と
利
潤
動
機
と
を
問
わ
ず
実
際
の
交
易
従
事
者
に
は

様
々
な
専
門
的
知
識
・
能
力
が
必
要
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
官

司
の
交
易
活
動
に
お
い
て
は
、
安
都
雄
足
や
社
下
月
足
の
よ
う
な
特
定
の
官
人
の
活

躍
が
目
立
つ
の
で
あ
り
、
逆
に
安
請
け
合
い
を
し
た
飯
高
息
足
は
手
痛
い
損
害
を
被

る
は
め
に
陥
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
交
易
従
事
者
に
要
求
さ
れ
る
高
度
な
専

門
性
が
、
次
節
で
述
べ
る
よ
う
な
遠
距
離
交
易
商
人
が
成
長
を
始
め
る
、
梃
子
の
一

つ
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

平
安
時
代
後
期
に
お
け
る
商
業
の
展
開

(3)一
一
世
紀
後
半
以
降
、
遠
距
離
交
易
商
人
や
輸
送
業
者
の
活
躍
が
、
物
語
文
学
に

散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
代
表
例
が

『
新
猿
楽
記
』
に
見
え
る
、
か
の
有

、

名
な
八
郎
真
人
で
あ
る
（
史
料

。
）
10

（
史
料

『
新
猿
楽
記
』
八
郎
真
人
条

）
10

八
郎
真
人
は
商
人
の
主
領
な
り
。
利
を
重
じ
て
妻
子
を
知
ら
ず
。
身
を
念
じ
て
他

人
を
顧
み
ず
。
一
を
持
し
て
万
に
成
し
、
壌
を
ዝ�
ち
て
金
と
成
す
。
言
を
以
て
他

の
心
を
誑
き
、
謀
を
以
て
人
の
目
を
抜
く
一
物
な
り
。
東
は
俘
囚
の
地
に
至
り
、

西
は
貴
賀
が
嶋
に
渡
る
。
交
易
の
物
、
売
買
の
種
、
称
げ
て
教
ふ
べ
か
ら
ず
。
唐

物
に
は
沈
香
、
麝
香
、
衣
比
、
丁
子
、
甘
松
、
薫
陸
、
青
木
、
竜
脳
、
牛
頭
、
ዝ�

舌
、
白
檀
、
赤
木
、
紫
檀
、
蘇
芳
、
陶
砂
、
紅
雪
、
紫
雪
、
金
益
単
、
銀
益
単
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

紫
金
膏

巴
豆

雄
黄

可
梨
勒

檳
榔
子

銅
黄

緑
青

燕
脂

丹

朱
砂

、

、

、

、

、

、

、

、

胡
粉

豹
虎
の
皮

藤

茶
碗

籠
子

犀
の
生
角

水
牛
の
如
意

瑪
瑙
の
帯

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

瑠
璃
の
壺

綾

錦

羅

穀

緋
の
襟

象
眼

繧
繝

高
麗
軟
錦

東
京
錦

浮
線
綾
、
呉
竹
、
甘
竹
、
吹
玉
等
な
り
。
本
朝
の
物
に
は
、
金
、
銀
、
阿
古
夜
の

[日本古代の交易者]……中村太一
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玉
、
夜
久
の
貝
、
水
精
、
琥
珀
、
水
銀
、
流
黄
、
白
ዝ�
、
銅
、
鉄
、
ዝ�
、
蝉
羽
、

絹
布
、
糸
、
綿
、
ዝ�
纈
、
紺
の
布
、
紅
、
紫
、
茜
、
鷲
の
羽
、
色
革
等
な
り
。
若

は
泊
の
浦
に
於
て
、
年
月
を
送
り
、
定
れ
る
宿
無
し
。
若
は
村
邑
に
於
て
、
日
夜

を
過
し
、
住
ま
る
所
無
し
。
財
宝
を
波
濤
の
上
に
貯
へ
、
浮
沈
を
風
の
前
に
任
せ

。

、

。

、

た
り

運
命
は
街
衢
の
間
に
交
へ

死
生
を
路
頭
に
懸
け
た
り

賓
客
の
清
談
は

甚
だ
繁
く
、
妻
子
の
対
面
は
、
已
に
稀
な
り
。

こ
の
八
郎
真
人
の
交
易
活
動
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
そ
の
活
動
範
囲
の
広
さ
や
、

扱
う
品
の
多
様
さ
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
史
料
に
即
し
て
、
そ

の
実
態
を
冷
静
に
分
析
し
て
み
た
い
。

ま
ず
「
商
人
の
主
領
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
単
独
の
交
易
者
で
は
な
く
、
一

定
程
度
の
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た

「
利
を
重
じ
て

、

…
、
謀
を
以
て
人
の
目
を
抜
く
一
物
な
り
」
と
あ
る
部
分
は
、
利
益
を
重
視
し
て
い

る
こ
と
と
同
時
に
、
そ
れ
が
、
社
会
的
に
あ
ま
り
良
い
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
こ
と
も

示
し
て
い
る
。

「
東
は
俘
囚
の
地
に
至
り
、
西
は
貴
賀
が
嶋
に
渡
る

」
は
、
そ
の
活
動
範
囲
の

。

広
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
一
文
だ
が

「
若
は
泊
の
浦
に
於
て
、

、

年
月
を
送
り
、
定
れ
る
宿
無
し
。
若
は
村
邑
に
於
て
、
日
夜
を
過
し
、
住
ま
る
所
無

し
。
財
宝
を
波
濤
の
上
に
貯
へ
、
浮
沈
を
風
の
前
に
任
せ
た
り
。
運
命
は
街
衢
の
間

に
交
へ
、
死
生
を
路
頭
に
懸
け
た
り

」
と
も
あ
る
こ
と
か
ら

「
主
領
」
で
あ
る
に

。

、

も
か
か
わ
ら
ず
、
八
郎
真
人
自
ら
が
広
域
に
交
易
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
も
推
測

さ
せ
る
。
一
方

「
唐
物
に
は
沈
香
…
、
色
革
等
な
り

「
賓
客
の
清
談
は
、
甚
だ

、

」
、

繁
く
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
扱
う
品
は
こ
う
い
っ
た
遠
隔
地
か
ら
仕
入
れ
た
奢
侈
品

で
、
顧
客
は
京
の
貴
族
層
と
考
え
ら
れ
る
。

、

、

以
上
の
点
か
ら
窺
え
る
の
は

既
に
自
営
の
商
人
と
し
て
手
広
く
商
行
為
を
行
い

利
益
を
追
求
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
一
回
こ
っ
き
り
の
交
易
で
は
な
く
、

継
続
性
の
あ
る
交
易
活
動
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
利
潤
を
次
の
仕
入
れ
の
原
資
に

回
す
な
ど
、
継
続
的
な
利
潤
を
追
求
す
る
商
人
と
言
い
う
る
段
階
に
至
っ
て
い
る
こ

と
み
ら
れ
る
。

し
か
し
一
方
で
、
主
領
と
さ
れ
な
が
ら
も
自
ら
が
列
島
各
地
を
飛
び
回
っ
て
い
る

点
は
、
拡
大
傾
向
に
あ
り
つ
つ
も
ま
だ
零
細
な
経
営
体
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
い
ま

だ
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
点
か
ら
は
、
社
会
的
な
地
位
が
依
然
と
し
て
低
い
こ
と
を

表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
遠
隔
地
の
奢
侈
品
を
仕
入
れ
、
貴
族
を
顧
客
と
す
る
と
い

う
点
は
、
貴
族
経
済
を
補
完
す
る
と
い
う
側
面
が
強
く
、
民
衆
を
含
め
た
広
い
層
を

対
象
と
し
た
商
業
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。

ま
た

『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
九
・
第
三
六
話
に
は
、
京
と
伊
勢
国
を
往
来
す
る

、

富
裕
な
水
銀
商
が
登
場
す
る
。
こ
の
水
銀
商
は
、
馬
百
余
頭
の
隊
商
で
、
絹
・
布
・

糸
・
綿
・
米
を
運
搬
し
、
伊
勢
国
で
水
銀
を
買
い
付
け
て
い
る
。

こ
れ
も
都
鄙
間
の
大
規
模
な
交
易
活
動
で
あ
る
一
方
、
主
人
自
ら
が
隊
商
を
率
い

て
い
る
こ
と
、
奢
侈
品
た
る
水
銀
を
買
い
付
け
て
、
や
は
り
貴
族
向
け
の
品
と
し
て

、

。

、

い
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
な
ど

八
郎
真
人
と
同
様
な
性
格
が
認
め
ら
れ
る

特
に

自
ら
隊
商
を
率
い
て
い
た
う
え
、
山
賊
に
襲
わ
れ
る
話
は
興
味
深
い
。
富
裕
な
商
人

と
さ
れ
る
点
が
と
か
く
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
主
人
自
ら
が
危
険
と
隣
り
合
わ

せ
の
交
易
活
動
を
行
っ
て
い
る
点
は
、
こ
の
時
期
の
商
人
の
実
態
を
示
す
も
の
と
し

て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

両
者
に
共
通
す
る
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
要
素
は
、
遠
隔
地
の
奢
侈
品
を
仕
入
れ

、

、

。

て

貴
族
層
に
売
却
す
る
こ
と
で
利
益
を
上
げ
て
い
る
と
い
う

そ
の
構
造
で
あ
る

こ
れ
は
、
彼
ら
の
商
売
が
、
か
つ
て
の
王
臣
家
の
交
易
活
動
を
代
行
す
る
よ
う
な
形

で
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
貴
重
品
の
入
手
に
大
枚
を
は
た
く

貴
族
層
を
顧
客
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
商
人
が
「
富
裕
」

と
称
さ
れ
る
ま
で
成
長
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
、
巨
大
な
経

済
力
を
持
つ
貴
族
層
の
交
易
、
そ
の
前
代
以
来
の
獲
得
型
交
易
構
造
の
な
か
か
ら
生

ま
れ
、
成
長
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
商
人
は
、
市
人
や
販
夫
が
単
線
的

に
成
長
し
た
姿
で
は
決
し
て
な
い
。
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そ
れ
で
は
、
な
ぜ
彼
ら
が
貴
族
経
済
に
食
い
込
ん
で
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た

の
か
。
こ
れ
に
は
、
交
易
従
事
者
に
必
要
な
専
門
性
を
高
め
て
い
っ
た
彼
ら
自
身
の

努
力
と
、
王
臣
家
等
の
交
易
能
力
の
低
下
と
い
う
、
表
裏
一
体
の
二
つ
の
要
因
が
存

在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
説
明
の
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
八
郎

真
人
の
説
話
が
、
片
手
間
で
は
到
底
不
可
能
な
、
そ
の
営
業
努
力
の
凄
ま
じ
さ
を
如

実
に
物
語
っ
て
い
る
。

一
方
、
か
つ
て
の
王
臣
家
等
は
、
列
島
内
の
遠
隔
地
や
外
国
使
節
に
対
し
て
自
ら

使
者
を
派
遣
し
、
交
易
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
段
階
に
な
る
と
、
諸
司
・
諸

家
が
専
門
的
な
能
力
を
有
す
る
交
易
従
事
者
を
抱
え
、
直
接
的
に
交
易
を
行
う
こ
と

が
少
な
く
な
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
最
も
重
要
視
さ
れ
た
国
家
に
よ

る
国
際
貿
易
か
ら
し
て
、
一
一
世
紀
頃
に
は
唐
物
使
の
派
遣
が
停
止
さ
れ
、
大
宰
府

に
そ
の
管
理
が
委
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
荘
園
制
や
受
領
に

よ
る
地
方
統
治
の
進
展
、
そ
し
て
そ
れ
ら
か
ら
諸
司
・
諸
家
に
も
た
ら
さ
れ
る
貢
献

物
の
増
大
が
影
響
し
た
と
推
測
し
て
お
き
た
い
。
直
接
経
営
・
直
接
交
易
に
乗
り
出

さ
な
く
と
も
、
各
地
の
特
産
物
が
集
ま
っ
て
く
る
。
そ
の
経
済
構
造
が
、
王
臣
家
等

の
交
易
能
力
の
低
下
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
貴
族
層
が
求
め
る
貴
重
品
・
奢
侈
品
の
全
て
が
、

こ
れ
ら
貢
献
物
に
含
ま
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
八
郎
真
人
の
よ
う
な

遠
距
離
交
易
商
人
が
食
い
込
ん
で
い
く
ニ
ッ
チ
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

極
め
て
大
雑
把
な
見
通
し
に
過
ぎ
ず
、
今
後
の
検
討
を
要
す
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ

そ
う
考
え
て
お
き
た
い
。

こ
の
頃
、
畿
内
に
お
け
る
輸
送
業
者
あ
る
い
は
中
間
流
通
商
人
も
ま
た
、
成
長
し

た
姿
を
見
せ
始
め
る
。
そ
の
代
表
例
は
、
や
は
り
『
新
猿
楽
記
』
に
登
場
す
る
津
守

持
行
で
あ
る
（
史
料

。
）
11

（
史
料

『
新
猿
楽
記
』
七
の
御
許
条

）
11

（
前
略
）
件
の
夫
は
、
字
は
越
方
部
津
五
郎
、
名
は
津
守
持
行
と
云
々
。
東
は
大

津
、
三
津
に
馳
せ
、
西
は
淀
渡
、
山
崎
を
走
る
。
牛
の
頭
は
爛
る
と
雖
も
、
一
日

も
休
む
こ
と
無
し
。
馬
の
脊
は
穿
つ
と
雖
も
、
片
時
も
治
へ
ず
。
常
に
駄
賃
の
多

少
を
論
じ
て
、
鎮
に
車
力
の
足
ら
ざ
る
こ
と
を
諍
ふ
。
等
閑
に
し
て
腰
を
屈
ず
、

蔑
如
に
し
て
紐
を
歛
め
ず
。
足
は
藁
履
を
脱
ぐ
時
無
く
、
手
に
は
ዝ�
鞭
を
捨
つ
る

日
無
し
。
踵
の
皸
は
、
山
城
茄
子
の
霜
に
相
ふ
が
如
し
。
脛
の
ዝ�
は
、
大
和
瓜
の

日
に
向
ふ
が
如
し
。
只
、
牛
馬
の
血
肉
を
以
て
、
将
に
妻
子
の
身
命
を
助
け
ん
と

す
る
の
み
。
實
に
一
家
の
面
を
伏
す
る
、
只
、
七
の
娘
の
処
に
在
り
と
云
々
。

彼
は
、
大
津
・
三
津
と
淀
渡
・
山
崎
の
間
の
運
送
を
生
業
と
し

「
常
に
駄
賃
の

、

多
少
を
論
じ
て

、
利
潤
を
追
求
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
地
を
牛

」

馬
と
と
も
に
自
ら
往
復
し
、
へ
と
へ
と
に
な
る
ま
で
働
く
零
細
業
者
で
も
あ
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
東
国
、
特
に
北
陸
道
諸
国
の
物
産
が
陸
揚
げ
さ
れ
る
大
津
な

ど
と
、
西
国
の
物
産
が
陸
揚
げ
さ
れ
る
山
崎
津
な
ど
（

延
喜
式
』
諸
国
運
漕
功
賃

『

）

。

、

条

の
間
を
結
ん
で
い
る
点
で
あ
る

す
な
わ
ち
津
守
持
行
の
よ
う
な
人
間
類
型
は

大
津
な
ど
に
集
ま
る
東
国
の
物
産
と
、
山
崎
津
な
ど
に
集
ま
る
西
国
の
物
産
を
双
方

向
的
に
運
送
し
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
東
西
の
交
易
者
が
京
や

難
波
津
で
出
会
い
、
交
易
を
し
て
い
た
と
い
う
基
本
構
造
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
こ

の
両
者
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
た
商
業
な
い
し
運
送
業
と
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
う
い
っ
た
畿
内
に
お
け
る
中
間
流
通
型
の
商
業
も
、
や
は
り
前
代
の

構
造
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
う
い
っ
た
交
易
構
造
は
、
畿
内
に
お
け
る
交
易
が
、
単
に
畿
内
と
畿
外
の

間
の
交
易
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
畿
内
の
交
通
拠
点
（
京
・
難
波

津
・
大
津
・
山
崎
津
な
ど
）
が
東
国
と
西
国
の
交
易
の
場
に
も
な
っ
て
い
た
こ
と
。

、

。

そ
し
て
そ
れ
は

奈
良
・
平
安
期
を
通
じ
て
一
貫
し
て
い
た
こ
と
も
示
す
で
あ
ろ
う

[日本古代の交易者]……中村太一
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お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
が
指
摘
す
る
交
易
者
の
動
機
や
目
的
に
着
目
し
、
日
本

。

、

古
代
に
お
け
る
交
易
者
の
実
態
や
類
型
に
関
す
る
分
析
を
行
っ
て
き
た

そ
の
結
果

日
本
古
代
に
お
い
て
は
、
外
部
産
品
の
獲
得
を
目
的
と
す
る
交
易
主
体
の
下
で
交
易

に
従
事
す
る
、
身
分
動
機
の
交
易
者
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
。
一
方
、
利
潤
動
機
の

交
易
者
は
一
般
に
零
細
で
、
社
会
的
地
位
も
低
い
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
あ
る

い
は
交
易
量
全
体
に
占
め
る
割
合
で
は
、
獲
得
型
・
身
分
動
機
型
交
易
が
圧
倒
的
多

数
を
占
め
る
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
を
、
ま
ず
指
摘
し
た
。

ま
た
、
官
司
や
王
臣
家
の
交
易
は
、
基
本
的
に
こ
の
獲
得
型
・
身
分
動
機
型
交
易

と
、
そ
れ
に
便
乗
し
た
官
人
に
よ
る
交
易
で
あ
る
こ
と
。
長
屋
王
家
に
よ
る
酒
食
販

売
事
業
も
、
利
潤
そ
れ
自
体
は
問
題
に
な
ら
ず
、
家
政
運
営
に
必
要
な
銭
貨
調
達
を

目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
地
方
豪
族
が
畿
内
で
展
開

し
た
交
易
も
、
利
潤
に
よ
る
私
富
蓄
積
が
目
的
で
は
な
く
、
在
地
で
は
入
手
し
え
な

い
文
物
を
獲
得
す
る
こ
と
に
主
た
る
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
。
こ
の
た
め
、
列
島
や
海

外
の
物
産
が
集
ま
る
京
や
難
波
に
交
易
の
拠
点
を
構
え
る
な
ど
し
て
い
る
こ
と
。
彼

ら
の
銭
貨
へ
の
欲
求
は
、
純
経
済
的
な
私
富
の
追
求
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
形

無
き
威
信
財
と
し
て
の
位
階
の
入
手
、
あ
る
い
は
銭
貨
自
体
を
威
信
財
と
見
な
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
に
し
た
。

彼
ら
は
、
基
本
的
に
は
財
の
獲
得
を
目
的
と
し
た
交
易
者
と
い
え
る
。

官
司
・
王
臣
家
等
の
交
易
は
、
そ
の
経
営
に
必
要
な
財
貨
を
近
隣
か
ら
調
達
す
る

形
態
と
、
律
令
国
家
内
部
で
産
出
し
な
い
物
品
・
資
材
等
の
獲
得
を
目
指
す
も
の
と

に
大
別
で
き
る
。
前
者
の
目
的
の
た
め
に
畿
内
各
地
に
、
後
者
の
目
的
の
た
め
に
秋

田
城
・
多
賀
城
・
難
波
・
大
宰
府
な
ど
に
拠
点
を
設
け
、
使
者
を
派
遣
し
て
交
易
を

行
っ
て
い
た

後
者
の
ケ
ー
ス
で
は

遣
唐
使
随
行
員
に
委
託
し
た
事
例
も
あ
る

入

。

、

（
『

唐
求
法
巡
礼
行
記

。
交
易
の
原
資
は
、
税
制
・
貢
納
な
ど
に
よ
っ
て
国
家
が
収
取

』
）

し
、
王
臣
家
等
に
分
配
さ
れ
た
国
内
産
の
物
品
や
物
品
貨
幣
、
あ
る
い
は
直
轄
地
経

営
で
得
ら
れ
た
余
剰
生
産
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
地
方
富
豪
層
は
、
在
地
に
お
い
て
産
出
・
入
手
で
き
な
い
物
品
や
資
材
、

あ
る
い
は
銭
貨
や
位
階
な
ど
の
威
信
財
の
獲
得
を
目
的
と
し
、
京
や
難
波
な
ど
に
在

地
の
産
品
を
持
ち
込
ん
で
、
目
的
の
も
の
を
入
手
す
る
と
い
う
交
易
を
展
開
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
原
資
は
、
在
地
の
生
産
関
係
・
収
取
関
係
に
よ
っ
て
蓄

積
さ
れ
た
私
富
と
考
え
ら
れ
る
。

獲
得
を
目
指
す
財
の
種
類
が
異
な
る
と
は
い
え
、
両
者
の
ベ
ク
ト
ル
は
基
本
的
に

同
じ
で
あ
る
。
通
常
の
生
産
関
係
で
は
入
手
し
得
な
い
財
の
獲
得
が
目
的
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
商
業
と
い
う
よ
り
は
消
費
の
範
疇
に
入
る
交
易
活
動
だ
か
ら
で
あ
る
。
大

き
く
違
う
の
は
、
交
易
活
動
に
お
け
る
地
理
的
・
空
間
的
な
方
向
性
で
あ
る
。
王
臣

家
等
で
は
、
そ
の
遠
距
離
交
易
活
動
は
、
国
家
の
中
心
か
ら
外
へ
と
い
う
指
向
性
を

見
せ
る
の
に
対
し
、
地
方
豪
族
は
地
方
か
ら
中
央
へ
と
い
う
基
本
的
な
方
向
性
が
認

め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
官
司
や
王
臣
家
等
が
律
令
国
家
の
税
制
（
実
物
貢
納
制
）
に

よ
っ
て
律
令
国
家
内
部
の
産
品
の
分
配
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
国
内

産
の
物
は
交
易
以
外
の
手
段
で
手
に
入
る
可
能
性
が
高
い
が
、
国
外
産
の
も
の
は
交

易
が
必
要
に
な
る
こ
と
。
こ
れ
に
対
し
て
地
方
豪
族
層
は
、
列
島
内
遠
隔
地
の
産
物

を
自
力
で
入
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
や
、
銭
貨
や
位
階
な
ど
律
令
国
家

が
発
行
す
る
も
の
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
こ
の
よ
う
な
古
代
社
会
に
お
い
て
、
利
潤
動
機
の
商
人
は
、
零
細
で
、
社

会
的
地
位
・
身
分
が
低
い
階
層
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
都
市
的
消
費
経
済
が
進
展

、

、

す
る
な
か
で

市
人
や
近
距
離
型
行
商
の
需
要
は
増
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が

大
多
数
の
経
営
体
は
小
規
模
の
ま
ま
推
移
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
な
か
で
平
安
時
代
後
期
に
な
る
と
、
比
較
的
大
規
模
な
交
易
を
展
開

す
る
遠
距
離
交
易
商
人
の
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
彼
ら
は
、
王
臣
家
等
が
展

開
し
て
き
た
獲
得
型
交
易
の
一
部
を
代
行
す
る
形
で
産
声
を
あ
げ
、
諸
司
・
諸
家
の

交
易
能
力
が
低
下
す
る
な
か
で
、
そ
の
専
門
性
を
磨
き
、
成
長
を
遂
げ
て
い
っ
た
と
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推
測
さ
れ
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
彼
ら
が
史
料
上
に
登
場
し
て
く
る
一
一
世
紀
後
半
と
い
う
時

期
で
あ
る
。
石
井
進
氏
は
、
こ
の
一
一
世
紀
半
ば
す
ぎ
ぐ
ら
い
か
ら
、
様
々
な
中
世

的
特
色
が
出
現
し
て
く
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
〔
石
井

二
〇
〇
二

。
と
な
る

〕

と
彼
ら
も
ま
た
、
古
代
か
ら
中
世
へ
と
い
う
社
会
の
大
き
な
う
ね
り
の
な
か
で
登
場

。

、

、

し
て
き
た
人
間
類
型
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か

逆
に
い
え
ば

古
代
と
い
う
時
代
は

商
人
が
な
か
な
か
上
昇
の
機
会
を
つ
か
め
な
い
、
厳
し
い
社
会
的
条
件
を
内
包
し
て

い
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

以
上
が
本
稿
の
概
要
で
あ
る
が
、
総
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、
大
規
模
な
交
易
や
、

そ
こ
で
活
躍
す
る
交
易
専
従
者
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
即
、
商
業
の

発
展
と
短
絡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
年
、
縄
文
時
代
か
ら

商
品
の
交
換
が
行
わ
れ
て
い
た
と
か
、
専
門
的
な
商
人
が
い
た
な
ど
と
い
う
言
説
が

目
立
つ
〔
例
え
ば
、
網
野

一
九
九
七
、
小
山
・
岡
田

二
〇
〇
〇
、
な
ど

。
こ

〕

れ
ら
は
、
交
易
と
商
業
を
短
絡
し
た
安
易
な
考
え
方
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
同
時
に

こ
の
よ
う
な
捉
え
方
で
は
、
苦
難
の
な
か
で
成
長
を
遂
げ
て
い
っ
た
、
古
代
商
人
た

ち
の
実
態
と
そ
の
努
力
を
見
誤
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

時
代
の
先
端
を
走
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
平
安
時
代
後
期
の
遠
距
離
交
易
商
人
で

さ
え
、
後
世
の
大
商
人
の
姿
と
比
較
す
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
富
裕
か
つ
社
会
的
地
位
が

高
い
存
在
に
到
達
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
彼
ら
も
ま
た
、
古
代
か
ら
中
世
へ

の
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
、
発
展
へ
の
足
が
か
り
を
得
た
ば
か
り
の
存
在
な
の
で
あ

る
。
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四

」

―
一

鬼
頭
清
明

一
九
七
七

『
日
本
古
代
都
市
論
序
説
』
法
政
大
学
出
版
局

櫛
木
謙
周

二
〇
〇
二
ａ

「
長
屋
王
家
の
消
費
と
流
通
経
済

『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

」

九
二

櫛
木
謙
周

二
〇
〇
二
ｂ

「
商
人
と
商
業
の
発
生

『
新
体
系
日
本
史

流
通
経
済
史
』
山
川
出
版

」

12

社

栄
原
永
遠
男

一
九
七
六

「
日
本
古
代
の
遠
距
離
交
易
に
つ
い
て

『
古
代
国
家
の
形
成
と
展
開
』
吉

」

川
弘
文
館
（
の
ち

「
奈
良
時
代
の
遠
距
離
交
易
」
と
改
題
し

『
奈
良
時
代
流
通
経
済
史
の
研
究
』

、

、

塙
書
房
、
一
九
九
二
年
に
再
録
）

栄
原
永
遠
男

一
九
八
四

律
令
国
家
の
経
済
構
造

講
座
日
本
歴
史

一

東
京
大
学
出
版
会

の

「

」『

』

、

（

ち

「
奈
良
時
代
の
遠
距
離
交
易
」
と
改
題
し

『
奈
良
時
代
流
通
経
済
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九

、

、

九
二
年
に
再
録
）

栄
原
永
遠
男

一
九
九
二

『
奈
良
時
代
流
通
経
済
史
の
研
究
』
塙
書
房

白
石
ひ
ろ
子

一
九
九
一

「

霊
異
記
』
か
ら
み
た
遠
距
離
交
易

『
日
本
霊
異
記
の
原
像
』
角
川
書

『

」

店

杉
山
宏

一
九
七
一

「
日
本
古
代
の
海
賊
に
つ
い
て

『
海
事
史
研
究
』
一
六
（
の
ち

「
海
賊
行
為

」

、

の
取
締
ま
り
」
と
改
題
し

『
日
本
古
代
海
運
史
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
八
年
に
再

、

録
）

関
根
真
隆

一
九
六
九

『
奈
良
朝
食
生
活
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

舘
野
和
己

一
九
九
七

「
長
屋
王
家
の
交
易
活
動
―
木
簡
に
見
え
る
「
店
」
を
め
ぐ
っ
て
―

『
奈
良

」

古
代
史
論
集
』
三

直
木
孝
次
郎

一
九
八
一

難
波
使
社
下
月
足
と
そ
の
交
易

難
波
宮
址
の
研
究

七
・
論
考
編

の

「

」『

』

（

ち

『
難
波
宮
と
難
波
津
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
に
再
録
）

、

中
村
太
一

一
九
九
六

『
日
本
古
代
国
家
と
計
画
道
路
』
吉
川
弘
文
館

中
村
太
一

二
〇
〇
〇

「
古
代
日
本
に
お
け
る
墨
書
押
印
貢
進
物

『
栃
木
史
学
』
一
四

」

南
部
曻
・
樋
口
知
志
・
福
原
栄
太
郎

一
九
九
二

「
書
評

栄
原
永
遠
男
著
『
奈
良
時
代
流
通
経
済

史
の
研
究

（
上

『
続
日
本
紀
研
究
』
二
八
二

』

）
』
」

西
岡
虎
之
助

一
九
二
五

「
平
安
時
代
の
商
業
及
び
商
人
の
生
活
に
つ
い
て

『
歴
史
地
理
』
四
五
―

」

（

、

『

』

、

一

の
ち

中
世
民
衆
史
研
究
会
編

中
世
の
政
治
的
社
会
と
民
衆
像

三
一
書
房
・
一
九
七
六
年

お
よ
び
『
西
岡
虎
之
助
著
作
集

第
一
巻
』
三
一
書
房
・
一
九
八
二
年
に
再
録
）

西
村
真
次
『
日
本
古
代
経
済
・
交
換
編
』
三
、
東
京
堂

村
尾
次
郎

一
九
六
一

『
律
令
財
政
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

[日本古代の交易者]……中村太一
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吉
田

孝

一
九
六
五

「
律
令
時
代
の
交
易

『
日
本
経
済
史
大
系
』
一
、
東
大
出
版
会
（
の
ち
、

」

『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
に
再
録
）

（
北
海
道
教
育
大
学
教
育
学
部
釧
路
校
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員

〈
元
Ｃ
Ｏ
Ｅ
研
究
員

）〉

（
二
〇
〇
三
年
三
月
二
五
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
七
月
一
八
日
審
査
終
了
）
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